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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
二
〇
〇
二
年
六
月
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
公
布
・
施
行
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
末
に
改
正
さ
れ
た
「
国
際
刑

法
典
」（V

ölkerstrafgesetzbuch

（
（
（

）
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、
近
時
の
動
向
を
中
心
に
検
討
を
行
う
。
国
際
刑
法
典
の
起
草
過
程

に
お
け
る
議
論
や
そ
の
目
的
・
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日
本
に
お
い
て
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る（（
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ

ツ
国
際
刑
法
典
を
こ
こ
に
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
そ
の
後
、
同
法
を
め
ぐ
っ
て
注
目
す
べ
き
動
向
が
見
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
同
法
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
を
受

け
て
手
続
面
に
関
す
る
法
改
正
が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
二
〇
一
六
年
末
に
侵
略
犯
罪
（V

erbrechen der A
ggression

）

の
国
内
法
化
に
関
す
る
国
際
刑
法
典
改
正
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
の
三
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
国
際
刑
法
典
の
概
要
を
簡
潔
に
述
べ
た
上
で
（
二
）、
同
法
を
め
ぐ
る
近
時
の
動
向
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ

ま
で
に
同
法
の
適
用
が
争
わ
れ
た
事
案
（
三
）、
手
続
面
に
関
す
る
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
（
四
）、
お
よ
び
、
侵
略
犯
罪
処
罰
規
定

の
新
設
（
五
）
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
本
号
三
七
頁
以
下
に
は
、
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
新
規
定
（
国
際
刑
法
典
新
一
三
条（

（
（

）
を
含
む
国
際
刑
法
典
の
全
規
定
と
ド

イ
ツ
刑
法
典
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
の
関
連
規
定
の
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

二　

国
際
刑
法
典
の
概
要

　

国
際
刑
法
典
は
、
ド
イ
ツ
が
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
」（
以
下
、「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
」（

（
（

）
を

批
准
す
る
に
あ
た
っ
て
開
始
し
た
立
法
手
当
の
一
環
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る（（
（

。
そ
の
際
、
国
際
刑
法
典
の
ほ
か
に
も
、
ド
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イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
憲
法
）
一
六
条
二
項
二
文（（
（

お
よ
び
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律（（
（

」
が
施
行
さ
れ

て
い
る
が
、
後
二
者
は
い
ず
れ
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
手
続
的
な
協
力
に
関
す
る
立
法
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
刑
法
典
は
、
も
っ
ぱ
ら
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
実
体
法
的
側
面
─
─
刑
法
総
則
的
規
定
お
よ
び
各
則
的
規
定
─
─

に
関
す
る
国
内
法
化
を
行
う
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
中
核
犯
罪
」（core crim

es

）
と
も
称
さ
れ
る

Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
は
、
第
一
次
的
に
は
各
締
約
国
の
国
内
刑
事
司
法
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
こ
れ
を
補

完
す
る
役
割
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
補
完
性
の
原
則
」（

（
（

）。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が

補
完
性
の
原
則
を
掲
げ
た
こ
と
を
受
け
て
、
中
核
犯
罪
に
該
当
し
う
る
行
為
を
─
─
ド
イ
ツ
刑
法
に
す
で
に
存
在
す
る
通
常
犯
罪
と

し
て
で
は
な
く
─
─
あ
く
ま
で
も
中
核
犯
罪
と
し
て
訴
追
・
処
罰
す
る
べ
く
、
そ
れ
ら
を
国
内
法
化
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
、
対
象
犯
罪
を
中
核
犯
罪
と
し
て
犯
罪
化
す
る
義
務
が
締
約
国
に
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（（
（

。

　

国
際
刑
法
典
の
法
案
理
由
書
に
は
、
立
法
の
目
的
と
し
て
次
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
国
際
法
に
対
す
る

犯
罪
に
固
有
の
不
法
を
、
現
在
可
能
な
一
般
刑
法
に
よ
る
捕
捉
よ
り
も
適
切
に
捕
捉
す
る
こ
と
」、
②
「
一
つ
の
統
一
的
な
法
典
に

お
け
る
規
範
化
を
通
じ
て
、
法
的
明
確
性
お
よ
び
実
務
上
の
適
用
の
便
を
促
進
す
る
こ
と
」、
③
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
訴
追
管
轄

権
の
補
完
性
に
か
ん
が
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
に
服
す
る
犯
罪
を
常
に
ド
イ
ツ
が
自
ら
訴
追
で
き
る
状
態
を
確
実
に
担
保
す
る
こ

と
」、
お
よ
び
、
④
「
関
連
す
る
国
内
法
を
制
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
国
際
人
道
法
を
促
進
し
、
そ
の
普
及
に
寄
与
す
る
こ
と
」

の
四
点
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
、
国
際
刑
法
典
の
主
な
特
徴
を
総
則
と
各
則
に
分
け
て
概
観
す
る
。

（
一
）
総
則

　

第
一
章
「
一
般
規
定
」（A

llgem
eine Regelungen

）、
す
な
わ
ち
総
則
に
関
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
刑
法
総
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則
的
規
定
の
う
ち
、
必
要
な
も
の
に
限
っ
て
国
内
法
化
が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
関
し
て
は
、
二
条
「
一
般
法

〔allgem
eine[s] Recht

〕
の
適
用
」
に
基
づ
き
、
既
存
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
総
則
等
の
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
そ
の
理
由
は
、

法
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
総
則
的
規
定
に
関
す
る
限
り
、
刑
法
典
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
と
の
間
に
は
、
網
羅
的
な
立
法
手
当
を
要
す
る
ほ

ど
の
本
質
的
な
差
異
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
具
体
的
に
は
、
一
条
・
国
際
刑
法
典
所
定
の
重
罪（（（
（

に
関
す
る
世
界
主
義（（（
（

、

三
条
・
上
官
命
令
の
抗
弁
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
三
条（

（（
（

）、
第
四
条
・
上
官
責
任
の
法
理
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条（

（（
（

）、
第
五
条
・
重
罪
に
関
す

る
公
訴
時
効
お
よ
び
刑
の
時
効
の
不
適
用
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
九
条
）
が
規
定
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
世
界
主
義
に
関
す
る
一
条
と
密
接
に
関
係
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
が
導
入
さ
れ
た
。
同

条
は
、
国
外
犯
に
関
す
る
検
察
官
の
訴
追
裁
量
（
起
訴
便
宜
主
義
）
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
後
述
の
実
務
の
動
向

か
ら
も
看
取
さ
れ
る
と
お
り
、（
侵
略
犯
罪
を
除
く
重
罪
に
関
す
る
限
り
）
世
界
主
義
に
基
づ
い
て
国
際
刑
法
典
の
場
所
的
適
用
範
囲

が
広
く
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
（
三
（
一
）
参
照
）。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟

法
に
は
、
国
際
刑
法
典
施
行
以
前
か
ら
、
国
外
犯
一
般
に
つ
い
て
検
察
官
の
訴
追
裁
量
を
認
め
る
一
五
三
条
ｃ
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
条
に
比
べ
て
、
一
五
三
条
ｆ
で
は
、
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
て
、
む
し
ろ

訴
追
裁
量
に
一
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
裁
量
に
基
づ
く
訴
追
見
送
り
の
要
件
と
し
て
、
被
疑
者
が

ド
イ
ツ
国
内
に
所
在
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
そ
の
見
込
み
も
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
一
項
一
文（

（（
（

）。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
国

民
に
よ
る
国
外
犯
の
場
合
に
関
し
て
は
、
そ
の
所
在
地
に
か
か
わ
ら
ず
、（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
な
ど
の
）
国
際
裁
判
所
ま
た
は
犯
罪
地
国
も
し
く

は
被
害
者
国
籍
国
の
国
内
刑
事
司
法
当
局
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
て
い
る
と
き
に
し
か
訴
追
裁
量
が
認
め
ら
れ
な
い
（
同
条
一
項
二
文（

（（
（

）。

同
条
に
関
し
て
は
、
近
時
、
法
改
正
も
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
（
四
参
照
）。

（
二
）
各
則
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第
二
章
「
国
際
法
に
対
す
る
罪
」（Straftaten gegen das V

ölkerrecht

）、
す
な
わ
ち
各
則
規
定
で
は
、
前
述
の
総
則
規
定
と
は

異
な
り
、
中
核
犯
罪
に
関
す
る
包
括
的
な
立
法
手
当
が
施
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
集
団
殺
害
犯
罪
（
い
わ
ゆ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
罪
〔
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
六
条
〕）、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
（
同
七
条
）
お
よ
び
戦
争
犯
罪
（
同
八
条
）
の
三
つ
が
二
〇
〇
二
年
の
制
定
段
階

で
は
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
〇
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
侵
略
犯
罪
（
同
八
条

の
二
。
未
発
効
）
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
六
年
末
の
法
改
正
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
国
際
刑
法
典
に
盛
り
込
ま
れ
る
運
び
と
な
っ
た

（
五
に
て
後
述
）。

　

六
条
所
定
の
集
団
殺
害
犯
罪
（V

ölkerm
ord

）
と
は
、
国
民
的
、
民
族
的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
な
集
団
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
破
壊
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
そ
の
構
成
員
を
殺
害
す
る
行
為
等
を
い
う（（（
（

。
同
罪
に
つ
い
て
は
、「
集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及
び
処

罰
に
関
す
る
条
約
」（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
）
へ
の
加
入
に
伴
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
時
代
の
一
九
五
五
年
に
す
で
に
犯
罪
化
さ
れ
て
い
た

た
め
（
刑
法
典
旧
二
二
〇
条
ａ
（
（（
（

）、
実
質
的
に
は
、
そ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に（（（
（

国
際
刑
法
典
へ
と
移
し
替
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、

集
団
殺
害
犯
罪
の
扇
動
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条
三
項
（
ｅ
））
に
関
し
て
は
、
既
存
の
刑
法
典
一
一
一
条
（
犯
罪
行
為
へ
の
公
然
の
扇
動
）

お
よ
び
一
三
〇
条
ａ
（
犯
罪
行
為
へ
の
指
揮
）
に
よ
っ
て
十
分
に
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た（（（
（

。

　

七
条
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
（V

erbrechen gegen die M
enschlichkeit

）
と
は
、
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
広
範
ま
た
は
組
織

的
な
攻
撃
の
一
部
と
し
て
、
殺
人
等
の
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
犯
罪
で
あ
る（（（
（

。
同
罪
に
関
し
て
は
、
基
本
法
上
要
請
さ

れ
て
い
る
刑
罰
法
規
の
明
確
性
の
原
則
（
一
〇
三
条
二
項
）
に
配
慮
し
て（（（
（

、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
七
条
の
具
体
化
お
よ
び
修
正
が
行
わ
れ
て

い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
七
条
で
は
、
一
般
的
要
件
を
定
め
る
一
項
に
一
一
の
個
別
的
行
為
類
型
が
列
挙
さ
れ
、
二
項
に
、
そ
れ
ら
の
定

義
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
際
刑
法
典
七
条
で
は
、
そ
の
よ
う
な
分
割
は
踏
襲
さ
れ
ず
、
個
別
的
行
為
類
型
は

一
項
に
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
項
以
下
で
は
加
重
・
減
軽
類
型
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
個
別
具
体
的
な
相
違
点
と

し
て
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
個
別
的
行
為
類
型
の
一
つ
で
あ
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
七
条
一
項
（
ｊ
）
お
よ
び
二
項
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（
ｈ
））
が
、
国
際
刑
法
典
で
は
独
立
の
行
為
類
型
で
は
な
く
、
他
の
行
為
類
型
の
加
重
事
由
と
し
て
七
条
五
項
に
規
定
さ
れ
た
こ
と

や
（
（（
（

、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
一
般
的
要
件
の
一
つ
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
政
策
的
要
素
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
七
条
二
項
（
ａ
））
が
少
な
く
と
も

明
文
上
は
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（

。

　

八
条
か
ら
一
二
条
に
規
定
さ
れ
る
戦
争
犯
罪
（K

riegsverbrechen

）
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
規
則
に
関

す
る
国
際
法
上
の
諸
規
範
、
す
な
わ
ち
国
際
武
力
紛
争
法
（
国
際
人
道
法
）
の
違
反
行
為
の
一
部
を
犯
罪
と
し
た
も
の
で
あ
る（（（
（

。
国

際
刑
法
典
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
に
一
括
さ
れ
て
い
る
各
行
為
類
型
を
受
容
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に

は
含
ま
れ
な
い
─
─
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
事
項
的
管
轄
権
に
は
服
さ
な
い
─
─
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
の
重
大
な

違
反
行
為（（（
（

の
一
部
な
ど
を
も
取
り
込
ん
で
い
る（（（
（

。
そ
の
上
で
、
国
際
刑
法
典
に
お
い
て
は
各
種
の
行
為
類
型
が
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
法
と
ハ
ー
グ
法
の
区
別（（（
（

に
も
依
拠
し
つ
つ
、
犯
罪
の
客
体
や
保
護
法
益
、
行
為
態
様
な
ど
に
照
ら
し
て
五
つ
の
条
文
に
振
り

分
け
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
国
際
刑
法
典
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
と
は
異
な
り
、
武
力
紛
争
の
性
質
に
基
づ
く
区
別
、
す
な
わ

ち
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
区
別
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
排
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
双
方
の
武
力
紛
争
に
お

い
て
犯
罪
の
成
立
範
囲
が
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
点
が
重
要
で
あ
る（（（
（

。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
と

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
の
適
用
法
規
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
前
者
の
場
合
よ
り
も
犯
罪
の
成
立
範
囲
が
狭
め

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
国
際
刑
法
典
で
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
ほ
ぼ
同
等
に
扱
わ
れ
る
結
果
と
し
て
、

戦
争
犯
罪
の
成
立
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
形
式
的
な
観
点
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
双
方
に
関
し
て
別
個
に
規
定
さ
れ
て
い
た
行
為
類
型
の
多
く
が
、
国
際
刑
法
典
で
は
一
本
化
さ
れ
た
た
め
（
例
え
ば
、

規
程
八
条
二
項
（
ｂ
）（
ｘ
ｘ
ｖ
ｉ
）
と
八
条
二
項
（
ｅ
）（
ｖ
ｉ
ｉ
）
所
定
の
児
童
兵
犯
罪
は
、
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
五
号
に
の
み
規
定
さ

れ
て
い
る
）、
行
為
類
型
に
関
す
る
規
定
の
数
が
お
よ
そ
半
分
に
抑
え
ら
れ
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
一
四
条
（
旧
一
三
条
）
お
よ
び
一
五
条
（
旧
一
四
条（

（（
（

）
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
所
定
の
上
官
責
任
の
法
理
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（V
orgesetztenverantw

ortlichkeit

）
の
行
為
態
様
の
一
部
が
、
四
条
の
関
与
形
式
と
し
て
の
上
官
責
任
と
は
別
に
、
独
立
犯
罪
、

す
な
わ
ち
、
監
督
義
務
の
違
反
の
罪
（V

erletzung der A
ufsichtspflicht

）
お
よ
び
犯
罪
通
報
の
懈
怠
の
罪
（U

nterlassen der 

M
eldung einer Straftat

）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
上
官
責
任
の
法
理
が
─
─
責

任
主
義
の
要
請
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に（（（
（

─
─
総
則
規
定
た
る
四
条
と
各
則
規
定
た
る
一
四
条
お
よ
び
一
五
条
と
に
整
理
し
直
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
新
設
さ
れ
た
侵
略
犯
罪
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
五
）。

　（
三
）
小
括

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
刑
法
総
則
的
規
定
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
低
限
の
も
の
し
か
国
内
法
化
さ
れ
て
い

な
い
の
に
対
し
て
、
各
則
的
規
定
に
関
し
て
は
、
全
対
象
犯
罪
お
よ
び
上
官
責
任
の
法
理
の
一
部
に
関
し
て
、
網
羅
的
な
立
法
手
当

が
施
さ
れ
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
関
し
て
は
、（
刑
法
典
旧
二
二
〇
条
ａ
導
入
以
来
）
国
際
法
上
の
規
範
た

る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
二
条
の
定
義
規
定
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
受
容
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦

争
犯
罪
お
よ
び
上
官
責
任
の
法
理
に
関
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
該
当
条
文
と
の
間
に
、
単
な
る
文
言
の
修
正
に
と
ど
ま
ら
な
い
実

質
的
な
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
相
違
点
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
国
内
法
化
に
あ

た
っ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
（
と
り
わ
け
、
明
確
性
の
原
則
）
や
責
任
主
義
と
い
っ
た
自
国
の
憲
法
・
刑
法
上
の
諸
原
則
お
よ
び
国
際
慣

習
法
に
照
ら
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
概
念
の
選
別
と
修
正
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
修
正
的
導
入
」
な
い
し

「
混
合
的
導
入
」）。
換
言
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
国
際
法
上
の
要
請
と
国
内
法
上
の
諸
原
則
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
立
法
態
様
は
、
の
ち
に
紹
介
す
る
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
改
正
法
案
に
お
い
て
も
貫
徹
さ

れ
て
い
る
（
五
参
照（

（（
（

）。
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三　

適
用
が
争
わ
れ
た
事
案

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
国
際
刑
法
典
を
め
ぐ
っ
て
は
、
制
定
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
一
四
年
余
の
間
に
、
適
用
が
争
わ
れ

た
事
案
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
八
月
末
の
時
点
で
、
こ
れ
ま
で
に
計
六
五
件
の
捜
査
手
続
が

開
始
さ
れ
た
と
の
情
報
が
連
邦
議
会
で
の
答
弁
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
手
続
を
四
つ
の
事
件
群

に
整
理
し
た
上
で
概
観
す
る
。

（
一
）
外
国
の
政
府
高
官
に
対
す
る
刑
事
告
発

　

国
際
刑
法
典
の
適
用
が
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
連
の
外
国
政
府
高
官
に
対
す
る
刑
事
告
発
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
件

で
は
、
国
際
刑
法
典
一
条
所
定
の
重
罪
に
関
す
る
世
界
主
義
と
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
所
定
の
国
外
犯
に
関
す
る
起
訴
便
宜
主
義

の
適
用
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て
イ
ラ
ク
の
ア
ブ
・
グ
レ
イ
ブ
刑
務
所
（A

bu 

Ghraib prison

）
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
一
連
の
虐
待
行
為
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ラ
ム
ズ
フ
ェ
ル
ド
（D

onald H
enry 

Rum
sfeld

）
国
防
長
官
（
当
時
）
ら
が
「
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
」
の
諸
類
型
に
関
す
る
上
官
責
任
に
基
づ
く
刑
事
責
任
を
負
う
と

し
て
、
刑
事
告
発
が
な
さ
れ
た
（
国
際
刑
法
典
八
条
な
ら
び
に
四
条
、
旧
一
三
条
お
よ
び
旧
一
四
条
）。

　

本
事
件
で
は
、
被
疑
者
も
被
害
者
も
ド
イ
ツ
国
民
で
は
な
く
、
ま
た
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
地
も
ド
イ
ツ
国
内
で
は
な
か
っ

た
た
め
、
一
条
の
世
界
主
義
に
基
づ
い
て
国
際
刑
法
典
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
に
関
す

る
事
件
を
所
轄
す
る
連
邦
検
察
庁
（Generalbundesanw

alt

）
は
、
二
〇
〇
五
年
二
月
一
〇
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
刑
事

訴
追
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
特
に
」
訴
追
を
行
わ
な
い
こ
と
が
「
で
き
る
」
場
合
（„K

ann-insbesondere

“- 

M
öglichkeit

（
（（
（

）
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
二
項
一
文
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
し
て
、
本
件
刑
事
告
発
を
受
理
し
な
い
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こ
と
を
決
定
し
た（（（
（

。
そ
の
後
、
当
該
処
分
に
対
し
て
は
、
告
発
人
ら
が
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
お
い
て
起
訴
強
制

手
続
の
申
立
を
行
っ
た
が
、
棄
却
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

さ
ら
に
、
ラ
ム
ズ
フ
ェ
ル
ド
ら
に
対
し
て
は
、
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
収
容
所
（Guantanam

o Bay detention cam
p

）
に
お
け
る
虐
待

行
為
に
つ
い
て
も
刑
事
告
発
が
行
わ
れ
た
が
、
連
邦
検
察
庁
は
こ
れ
に
対
し
て
も
同
様
の
処
分（（（
（

を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
お
け
る
起
訴
強
制
手
続
の
申
立
も
棄
却
さ
れ
た（（（
（

。
こ
れ
ら
連
邦
検
察
庁
の
判
断
に
対
し
て

は
、
学
説
か
ら
批
判
が
提
起
さ
れ（（（
（

、
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
の
改
正
を
も
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
今
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
（
四

に
て
後
述
）。

　

な
お
、
同
種
の
刑
事
告
発
と
し
て
、
中
国
の
江
沢
民
元
国
家
主
席
に
対
す
る
も
の
や
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
ア
ル
マ
ト
フ

（A
lm

atov

）
元
内
相
に
対
す
る
も
の
、
ト
ル
コ
の
エ
ル
ド
ア
ン
（Erdoğan

）
元
首
相
（
現
大
統
領
）
に
対
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
捜
査
手
続
開
始
に
必
要
な
初
期
嫌
疑
（A

nfangsverdacht

）
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、

被
告
発
人
に
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
か
ら
の
特
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
に
基
づ
く
検
察
官
の
訴

追
裁
量
を
理
由
に
、
捜
査
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た（（（
（

。

（
二
）
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
ほ
か

　
（
一
）
で
み
た
事
案
群
と
は
異
な
り
、
捜
査
手
続
は
開
始
さ
れ
た
も
の
の
、
公
訴
の
提
起
に
は
至
る
こ
と
な
く
手
続
が
打
ち
切
ら

れ
た
事
件
と
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
（K

unduz
）
近
郊
に
お
け
る
空
爆
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、

ド
イ
ツ
連
邦
軍
（Bundesw

ehr

）
の
軍
人
二
名
に
対
し
て
捜
査
手
続
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
社
会
的
に
も
大
き
な
注
目

を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

同
事
件
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
九
月
、
民
間
の
タ
ン
ク
車
二
台
が
タ
リ
バ
ン
構
成
員
に
よ
っ
て
強
奪
さ
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れ
た
の
ち
、
砂
州
に
嵌
ま
っ
て
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
国
際
治
安
支
援
部
隊
（
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
）
の
任
務
の
一
環
と

し
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
軍
へ
の
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
ク
ラ
イ
ン
大
佐
（O

berst K
lein – 

現
少
将
）
ほ
か
一

名
が
、
同
タ
ン
ク
車
二
台
を
爆
撃
す
る
旨
の
命
令
を
下
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
命
令
が
米
軍
機
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
タ

ン
ク
車
の
周
囲
に
い
た
文
民
に
も
多
数
の
死
傷
者
が
発
生
し
た
。
同
大
佐
ら
は
、
現
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
者
は
す
べ
て
タ
リ
バ
ン

構
成
員
で
あ
る
と
誤
認
し
て
い
た
。

　

本
件
爆
撃
行
為
に
関
し
て
は
、
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
、
一
一
条
一
項
一
号
お
よ
び
同
三
号
所
定
の
戦
争
犯
罪
の
各
類
型
の

成
否
に
加
え
て
、
二
条
に
基
づ
く
刑
法
典
各
則
の
適
用
の
有
無
お
よ
び
謀
殺
罪
（
刑
法
典
二
一
一
条
）
等
の
正
当
化
（
違
法
性
阻
却
）

の
有
無
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
検
察
庁
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
、
い
ず
れ
の
犯
罪
の
成
立
を
も
否
定
し
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
七
〇

条
二
項
に
基
づ
く
手
続
打
切
の
処
分
を
下
し
た（（（
（

。
そ
の
根
拠
は
、
戦
争
犯
罪
、
と
り
わ
け
、
過
度
な
（
不
均
衡
な
）
付
随
的
損
害
を

伴
う
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
予
期
し
な
が
ら
行
う
攻
撃
（
一
一
条
一
項
三
号
）
に
関
し
て
は
、
本
件
被
疑
者
ら
は
付
随
的
損
害
の
発

生
の
確
実
性
に
関
す
る
認
識
を
欠
く
た
め
に
主
観
的
構
成
要
件
を
充
足
せ
ず
、
ま
た
、
謀
殺
罪
等
に
関
し
て
は
、
武
力
紛
争
と
の
関

連
性
を
有
す
る
行
為
に
対
し
て
も
刑
法
典
各
則
の
適
用
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
問
責
行
為
が
国
際
武
力
紛
争
法
（
国
際
人
道
法
）

上
適
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
も
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（（（
（

。

　

同
事
件
を
め
ぐ
る
学
説
で
は
、
連
邦
検
察
庁
と
同
様
に
、
武
力
紛
争
に
関
連
す
る
行
為
に
つ
い
て
も
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
認
め

つ
つ
、
当
該
行
為
が
国
際
法
上
適
法
で
あ
れ
ば
ド
イ
ツ
刑
法
上
正
当
化
（
な
い
し
客
観
的
帰
属
が
否
定
）
さ
れ
る
と
す
る
見
解（（（
（

が
大
勢

を
占
め
る
一
方
で
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
有
す
る
行
為
に
関
し
て
は
刑
法
典
各
則
の
適
用
は
排
除
さ
れ
、
行
為
の
可
罰
性
は

も
っ
ぱ
ら
国
際
刑
法
典
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解（（（
（

も
散
見
さ
れ
る
。

　

本
件
の
そ
の
後
に
つ
い
て
み
る
と
、
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
手
続
打
切
り
を
受
け
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
州
裁
判
所
に
お
い

て
起
訴
強
制
手
続
の
申
立
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
棄
却
す
る
旨
の
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
同
決
定
に
対
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
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所
に
憲
法
訴
願
が
提
起
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
退
け
ら
れ
て
い
る（（（
（

。

　

こ
う
し
て
、
本
件
空
爆
事
件
は
刑
事
事
件
と
し
て
は
幕
引
き
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、
同
事
件
は
民
事
裁
判

の
場
で
も
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
、
一
審
の
ボ
ン
州
裁
判
所（（（
（

か
ら
二
審
の
ケ
ル
ン
上
級
州
裁
判
所（（（
（

、
そ
し
て
連

邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ（

（（
（

）
に
至
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
賠
償
責
任
が
一
貫
し
て
否
定
さ
れ
た
が（（（
（

、
同
事
件
は
公
務
員
の
職

務
責
任
に
基
づ
く
国
家
賠
償
の
観
点
か
ら
も
注
目
を
集
め
た
。

　

さ
ら
に
、
本
件
と
同
様
に
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
謀
殺
罪
等
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
二

〇
一
〇
年
一
〇
月
に
パ
キ
ス
タ
ン
・
北
ワ
ジ
リ
ス
タ
ン
地
方
の
ミ
ル
ア
リ
（M

ir A
li

）
に
お
い
て
発
生
し
た
空
爆
事
件
が
あ
る
。
同

事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
中
央
情
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
の
無
人
航
空
機
（
い
わ
ゆ
る
ド
ロ
ー
ン
）
に
よ
る
攻
撃
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ

国
籍
を
有
す
る
タ
リ
バ
ン
構
成
員
が
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
当
局
が
手
続
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
同
事
件
に
関
し
て
も
、
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
で
、
連
邦
検
察
庁
に
よ
っ
て
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
て
い

る
（
（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
事
件
の
意
義
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
検
察
実
務
上
、
武
力
紛
争
に
関
連
す
る
行
為
に
対
し

て
は
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
の
み
な
ら
ず
、
謀
殺
罪
等
の
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
成

否
も
検
討
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
第
二
に
、
こ
と
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
軍
人
に
対
し
て
初

め
て
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
に
関
す
る
初
期
嫌
疑
が
肯
定
さ
れ
、
捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
点
で
注
目
に
値
す
る（（（
（

。
特
に
、

国
際
武
力
紛
争
法
の
観
点
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
が
国
際
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
を
問
う
重
要
な
試
金
石
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
ド
イ
ツ
は
、（
慣
習
）
国
際
武
力
紛
争
法
上
、
そ
の
重
大
な
違
反
行

為
に
関
し
て
、「
引
き
渡
す
か
訴
追
す
る
か
せ
よ
」
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
、
本
件

の
捜
査
手
続
を
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
行
為
者
を
「
訴
追
」
す
る
こ
と
で
、
国
際
法
上
自
ら
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
を
履
行
す
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る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
が
自
国
民
の
行
為
に
つ
き

自
ら
捜
査
を
行
っ
た
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
掲
げ
る
「
補
完
性
の
原
則
」
の
趣
旨
に
も
合
致
す
る
と
い
え
よ
う（（（
（

。

（
三
）
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
紛
争
に
関
す
る
事
件

　

国
際
刑
法
典
に
基
づ
い
て
初
め
て
公
判
手
続
が
開
始
さ
れ
、
判
決
の
言
渡
し
に
ま
で
至
っ
た
の
が
、
次
に
み
る
コ
ン
ゴ
民
主
共
和

国
に
お
け
る
紛
争
に
関
す
る
事
件
で
あ
る（（（
（

。
被
告
人
は
、
一
九
八
○
年
代
か
ら
ド
イ
ツ
に
在
住
し
て
い
る
ル
ワ
ン
ダ
人
二
名
で
あ
る
。

両
名
は
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
北
部
お
よ
び
南
部
キ
ヴ
（K

ivu

）
地
方
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
フ
ツ
族
の
民
兵
組
織
「
ル
ワ
ン

ダ
解
放
民
主
軍
」（Forces D

ém
ocratiques de Libération du Rw

anda, 

Ｆ
Ｄ
Ｌ
Ｒ
）
の
指
導
者
（
最
高
委
員
会
委
員
長
お
よ
び
副
委

員
長
）
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
。
委
員
長
に
つ
い
て
は
、
首
謀
者
と
し
て
の
外
国
テ
ロ
団
体
の
結
成
の
罪（（（
（

に

加
え
て
、
国
際
刑
法
典
所
定
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
上
官
責
任（（（
（

の
嫌
疑
で
起
訴
さ
れ
た
。
な
お
、
二
〇

一
〇
年
六
月
一
七
日
に
は
、
同
委
員
長
の
勾
留
延
長
に
関
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
る
決
定（（（
（

が
下
さ
れ
て
お
り
、
同
決
定
は
、
国
際
刑
法
典

（
特
に
、
四
条
所
定
の
上
官
責
任
の
成
立
要
件
）
に
関
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
下
し
た
初
の
判
断
と
な
っ
た
。
副
委
員
長
に
つ
い
て
は
、
首
謀

者
と
し
て
の
外
国
テ
ロ
団
体
結
成
罪
の
嫌
疑
の
み
で
起
訴
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
五
年
九
月
二
八
日
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
よ
る
判
決（（（
（

で
は
、
同
委
員
長
に
対
し
て
、
上
官
責
任
で
は

な
く
戦
争
犯
罪
の
幇
助
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
七
条
）
お
よ
び
首
謀
者
と
し
て
の
外
国
テ
ロ
団
体
結
成
罪
の
所
為
単
一
（
同
五
二
条
）
に

基
づ
い
て
、
一
三
年
の
自
由
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た（（（
（

。
他
方
、
副
委
員
長
に
は
、
首
謀
者
と
し
て
の
外
国
テ
ロ
団
体
結
成
の
罪
の
み
に

基
づ
い
て
、
八
年
の
自
由
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
（
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
係
属
中
）。

　

同
事
件
は
、
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
初
の
判
決
で
あ
り
、
同
法
所
定
の
犯
罪
の
成
否
に
関
し
て
初
め
て
裁
判
所
の
見
解
が
示
さ
れ

た
と
い
う
意
義
を
有
す
る
。
と
り
わ
け
、
委
員
長
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
関
与
形
式
に
関
し
て
み
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
る
勾
留
延
長
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決
定
の
段
階
で
は
、
国
際
刑
法
典
四
条
に
基
づ
く
上
官
責
任
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
け
ば
行
為
者
は
「
正
犯
と
同
様

に
」
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
方
で
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
よ
る
判
決
に
お
い
て
は
、
上
官
責
任
で
は
な
く
、

刑
の
必
要
的
減
軽
が
定
め
ら
れ
て
い
る
幇
助
に
基
づ
い
て
有
罪
と
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
公
判
手
続
が
長
期
化

し
た
結
果
、
逮
捕
・
起
訴
か
ら
判
決
に
至
る
ま
で
に
お
よ
そ
六
年
も
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
提
起
さ
れ
、
手
続
法

上
の
制
度
改
革
を
促
す
契
機
の
一
つ
と
も
な
っ
た
（
四
に
て
後
述
）。

（
四
）
シ
リ
ア
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪

　

近
年
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
案
群
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
以
降
シ
リ
ア
で
続
い
て
い
る
紛
争
に
お
け
る
事
件
が
挙
げ
ら

れ
る
。
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
、
二
つ
の
事
件
で
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
、
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
公
判
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
事
件
で
も
、
国
際
刑
法
典
八
条
以
下
の
戦
争
犯
罪
に
基
づ
く
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

１　

死
体
損
壊
お
よ
び
写
真
撮
影
に
よ
る
戦
争
犯
罪
事
件

　

第
一
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
一
二
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
上
級
州
裁
判
所
に
て
有
罪
判
決（（（
（

が

下
さ
れ
た
。
同
判
決
は
、
国
際
刑
法
典
に
関
す
る
二
つ
め
の
判
決
で
あ
り
、
初
め
て
正
犯
と
し
て
の
責
任
が
問
わ
れ
た
事
件
で
も
あ

る
。

　

本
件
の
事
案
の
概
要
は
、
大
略
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
系
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
被
告
人
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
シ
リ
ア
へ
と
渡
航

し
た
の
ち
、
現
地
で
武
装
集
団
の
構
成
員
と
な
っ
た（（（
（

。
そ
の
武
装
集
団
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
か
ら
四
月
の
間
の
あ
る
日
、
シ
リ
ア

政
府
軍
と
戦
闘
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
闘
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
た
シ
リ
ア
政
府
軍
兵
士
二
名
が
殺
害
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
頭

部
が
切
り
落
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
切
り
落
と
し
た
兵
士
の
頭
部
が
金
属
の
棒
に
刺
さ
れ
、
そ
れ
が
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
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は
、
そ
の
横
に
立
っ
て
三
度
写
真
撮
影
（
い
わ
ゆ
る
「
自
撮
り
」）
を
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
枚
は
、（
別
途
捜
査
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
人
物
に
よ
っ
て
）「Facebook

」
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
、
公
開
さ
れ
た（（（
（

。

　

本
件
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
九
号
（
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
に
対
す
る
重
大
な
侮
辱
的
待
遇
に
よ
る
戦
争

犯
罪
）
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た（（（
（

。
そ
の
主
な
論
点
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
行
わ
れ
た
本
罪
の

客
体
た
る
「
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
」（
国
際
刑
法
典
八
条
六
項
二
号
）
に
死
者
も
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

つ
き
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
該
当
規
定
の
解
釈（（（
（

お
よ
び
そ
の
他
の
国
際
刑
事
法
廷
の
判
例
な
ど
に

も
照
ら
し
て
、
本
罪
に
い
う
「
人
」
に
は
死
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
死
者
の
名
誉
お
よ
び
死
後
も
認
め
ら
れ
る
人
間
の
尊
厳
も

保
護
の
対
象
と
な
る
と
判
示
し（（（
（

、
被
告
人
に
対
し
て
二
年
の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
は
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
上
訴

し
た
（
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
、
係
属
中
）。

　

２　

死
体
損
壊
に
よ
る
戦
争
犯
罪
事
件

　

第
二
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
お
い
て
有
罪
判
決（（（
（

が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
案
の
概
要
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

モ
ロ
ッ
コ
系
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
被
告
人
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
、
ト
ル
コ
を
経
由
し
て
、
シ
リ
ア
北
部
の
い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ム

国
」
の
支
配
地
域
へ
と
渡
り
、
同
地
で
自
動
小
銃
を
用
い
た
射
撃
訓
練
を
受
け
た
の
ち
、
翌
月
に
は
戦
闘
に
も
参
加
し
た
。
同
年
一

一
月
、
シ
リ
ア
政
府
軍
の
兵
士
な
い
し
民
兵
の
死
体
を
発
見
し
た
被
告
人
は
、
仲
間
と
の
共
同
の
行
為
決
意
に
基
づ
き
、
死
体
の
耳

と
鼻
を
削
ぎ
落
と
し
た
上
、
顔
面
を
蹴
り
つ
け
、
頭
部
を
銃
で
撃
っ
た
。
被
告
人
は
、
そ
の
様
子
を
携
帯
電
話
で
録
画
し
て
い
た（（（
（

。

　

本
件
に
つ
い
て
は
、
判
決
に
先
立
っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
よ
る
勾
留
延
長
決
定（（（
（

に
対
す
る
被
告
人
側
の
抗
告

を
棄
却
す
る
決
定
が
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
お
い
て
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
先
の
事
件
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
州
裁
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判
所
の
判
決
と
同
様
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
該
当
規
定
の
解
釈
に
照
ら
し
て
、
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
九
号
に
い
う
「
保
護
さ
れ
る
べ

き
人
」
に
は
死
者
も
含
ま
れ
る
と
判
示
し
た（（（
（

。

　

そ
の
二
か
月
後
の
二
〇
一
六
年
一
一
月
八
日
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
は
、
二
件
の
外
国
テ
ロ
団
体
関
与
の
罪
と
戦
争

武
器
管
理
法
（K

riegsw
affenkontrollgesetz

）
違
反
の
所
為
単
一
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
の
一
件
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
と
国
際

刑
法
典
八
条
一
項
九
号
の
戦
争
犯
罪
の
共
同
正
犯
（
刑
法
典
二
五
条
二
項
）
と
の
所
為
単
一
を
認
め
、
被
告
人
に
対
し
て
八
年
六
月

の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た（（（
（

。

　

３　

国
連
要
員
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
事
件

　

第
三
の
事
件
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
事
件
後
の

二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
ド
イ
ツ
に
入
国
し
た
人
物
で
あ
る
。
同
人
は
、
二
〇
一
三
年
二
月
に
、
国
際
連
合
憲
章
に
基
づ
き
平
和
維
持

活
動
に
あ
た
っ
て
い
た
カ
ナ
ダ
人
法
律
顧
問
の
略
取
・
監
禁
等
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
国
際
刑
法
典
一
〇
条
一
項
一
文
一

号
所
定
の
国
連
要
員
等
に
対
す
る
攻
撃
に
よ
る
戦
争
犯
罪
、
刑
法
典
所
定
の
外
国
テ
ロ
組
織
関
与
の
罪
お
よ
び
恐
喝
利
用
の
た
め
の

人
身
強
取
（
二
三
九
条
ａ
）
等
の
嫌
疑
に
基
づ
い
て
起
訴
さ
れ
た
。

　

本
事
件
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
る
勾
留
延
長
決
定
が
二
〇
一
六
年
八
月
一
一
日
に
下
さ
れ
て
い
る
。
同
決
定
で
は
、
戦
争
犯

罪
の
上
記
類
型
の
要
件
に
つ
き
、
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
、
被
害
者
の
従
事
し
て
い
た
任
務
が
「
平
和
維
持
活
動
」
に
該
当
す
る
こ

と
、
本
件
被
害
者
が
「
保
護
を
受
け
る
権
利
」
を
有
す
る
こ
と
、「
攻
撃
」
に
は
あ
ら
ゆ
る
類
型
の
実
力
行
使
が
含
ま
れ
る
こ
と
な

ど
が
判
示
さ
れ
、
被
告
人
が
戦
争
犯
罪
を
行
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
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４　

非
人
道
的
な
待
遇
に
よ
る
戦
争
犯
罪
事
件

　

第
四
の
事
件
に
お
い
て
も
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
公
判
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

上
級
州
裁
判
所
に
係
属
中
）。
被
告
人
は
、
シ
リ
ア
・
ア
レ
ッ
ポ
市
内
の
反
政
府
系
民
兵
団
の
元
指
導
者
で
、
事
件
後
に
難
民
と
し
て

ド
イ
ツ
に
入
国
し
た
者
で
あ
る
。
同
人
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
頃
、
政
府
軍
撤
退
後
の
ア
レ
ッ
ポ
の
警
護
を
目
的
と
し
た
武
装
組
織

の
構
成
員
を
拘
禁
し
た
上
で
、
暴
行
を
加
え
る
な
ど
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
国
際
人
道

法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
を
残
虐
に
、
ま
た
は
非
人
道
的
に
扱
う
行
為
に
よ
る
戦
争
犯
罪
（
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
三
号
）

の
正
犯
ま
た
は
上
官
責
任
（
同
四
条
二
項
一
文
）
の
嫌
疑
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
。

　

本
件
に
関
し
て
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
七
日
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
勾
留
延
長
決
定
で
は
、
主
に
、
上
記
・
非
国
際
的

武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
け
る
非
人
道
的
な
待
遇
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
客
体
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
事
件
で
問
題
と

な
っ
た
非
人
道
的
待
遇
に
よ
る
戦
争
犯
罪
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
刑
法
典
八
条
の
行
為
類
型
に
つ
い
て
は
、
そ
の
客
体
と
し
て
、

「
国
際
人
道
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
そ
の
定
義
規
定
で
あ
る
八
条
六
項
の
う
ち
、
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
関
す
る
二
号
で
は
、「〔
①
〕
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、〔
②
〕
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
権
力
内
に

あ
る
者
」
が
「
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
本
件
被
害
者
ら
は
、（
被
告

人
と
は
別
の
）
武
装
集
団
に
属
し
て
は
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は
警
察
類
似
の
任
務
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
、
①
に

該
当
し
、
か
つ
、
被
害
者
の
属
す
る
組
織
と
は
目
的
を
異
に
す
る
被
告
人
の
武
装
組
織
に
よ
る
拘
束
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
②

の
要
件
を
も
満
た
す
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定
で
は
、
被
害
者
ら
が
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
三
号
の
客
体
に
あ

た
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（（（
（

。

（
五
）
小
括
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以
上
、
国
際
刑
法
典
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
の
う
ち
、
主
な
も
の
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
看
取
さ
れ
う
る

ド
イ
ツ
の
実
務
の
特
色
・
傾
向
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
二
〇
〇
二
年
の
国
際
刑
法
典
制
定
か
ら
の
数
年
間
は
、
外
国
の
政
府
高
官
等
に
対
す
る
刑
事
告
発
が
な
さ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
も
の
の
（
本
節
（
一
））、
二
〇
一
五
年
九
月
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
州
裁
判
所
に
よ
る
判
決
（
本
節
（
三
））
を

皮
切
り
に
、
近
年
よ
う
や
く
、
判
決
の
言
渡
し
に
ま
で
至
っ
た
事
案
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
本
節
（
四
））。
本
節
の
冒
頭

で
も
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
、
捜
査
段
階
に
あ
る
事
件
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
今
後
、
さ
ら
な
る
判
決
が
言
い

渡
さ
れ
る
こ
と
が
十
分
に
見
込
ま
れ
る
。

　

第
二
に
、
二
〇
一
六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
法
務
委
員
会
に
お
け
る
公
聴
会
（
四
に
て
後
述
）
の
場
で
も
指
摘

さ
れ
た
と
お
り
、
近
年
、
手
続
の
主
眼
が
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら
シ
リ
ア
・
イ
ラ
ク
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る（（（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
被
疑

者
・
被
告
人
の
多
く
は
、
ド
イ
ツ
等
の
第
三
国
か
ら
紛
争
地
へ
と
赴
い
た
（
一
部
で
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
）「
外
国
人
戦
闘
者
」

で
は
な
く
（
本
節
（
四
）
１
・
２
）、
行
為
後
に
難
民
申
請
者
等
と
し
て
ド
イ
ツ
に
入
国
し
て
き
た
現
地
国
籍
保
有
者
（
シ
リ
ア
人
等
）

で
あ
る
と
さ
れ
る
（
本
節
（
四
）
３
・
４（

（（
（

）。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
近
年
、
外
国
に
お
け
る
外
国
人
に
よ
る
外
国
人
に
対
す
る
中

核
犯
罪
（
と
り
わ
け
戦
争
犯
罪
）
が
主
た
る
訴
追
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
訴

追
・
処
罰
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
み
た
と
お
り
（
二
（
一
））、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
場
所
お

よ
び
行
為
者
・
被
害
者
の
国
籍
に
か
か
わ
り
な
く
、
世
界
主
義
に
基
づ
き
国
際
刑
法
典
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
国
際
刑
法
典

一
条
一
文
）
に
加
え
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
一
項
一
文
に
よ
っ
て
、
外
国
で
外
国
人
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
外
国
人
被
疑
者
で

あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
国
内
に
所
在
す
る
限
り
（
ま
た
は
そ
の
見
込
み
が
あ
る
限
り
）、
原
則
と
し
て
（
同
条
二
項
二
文
）、
検
察
官
の
裁

量
に
基
づ
く
手
続
の
打
切
り
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

　

第
三
に
、
シ
リ
ア
紛
争
に
関
連
す
る
一
連
の
事
件
（
本
節
（
四
））
の
共
通
点
と
し
て
、
実
体
法
の
観
点
か
ら
は
、
行
為
者
が
、
上
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官
責
任
や
間
接
正
犯
に
基
づ
く
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、（
直
接
・
共
同
）
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。こ
の
こ
と
は
、近
年
ド
イ
ツ
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
手
続
の
主
た
る
対
象
が
組
織
内
で
の
地
位
の
低
い
者
─
─

換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
の
直
接
実
行
者
─
─
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（（（
（

こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
四
に
、
近
時
の
公
判
段
階
に
ま
で
至
っ
た
事
案
の
多
く
に
共
通
す
る
特
色
と
し
て
、
被
告
人
が
刑
法
典
上
の
外
国
テ
ロ
団
体
結

成
・
関
与
の
罪
（
刑
法
典
一
二
九
条
ａ
、
一
二
九
条
ｂ
）
に
も
問
わ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
国
際
刑
法
典
所
定
の
犯
罪
類
型
と

テ
ロ
団
体
関
連
犯
罪
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
警
察
組
織
の
一
つ
で
あ
る
連
邦
刑
事
警
察
庁

（Bundeskrim
inalam

t
）
内
の
国
際
刑
法
典
に
関
す
る
特
別
部
局（（（
（

の
管
轄
に
刑
法
典
一
二
九
条
ａ
お
よ
び
一
二
九
条
ｂ
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
看
取
さ
れ
よ
う
。	

　

四　

手
続
面
に
関
す
る
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論

　

ド
イ
ツ
で
は
、
国
際
刑
法
典
制
定
以
来
、
実
際
の
捜
査
手
続
や
公
判
手
続
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
手
続
面
に
関
す
る
法
改
正
が

た
び
た
び
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
国
際
刑
法
典
制
定
か
ら
五
年
が
経
過
し
た
二
〇
〇
七
年
前
後
に
、
外
国
の
政
府
高
官
等
に
対
す
る
一
連
の
刑
事
告
発
に
関

し
て
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
手
続
の
打
切
り
が
相
次
い
だ
こ
と
を
受
け
て
、
制
度
設
計
に
対
す
る
批
判
が
提
起
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
を
根
拠
と
す
る
検
察
官
の
裁
量
に
基
づ
く
手
続
打
切
り
な
い
し
不
開
始
に
対
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
司
法

審
査
を
導
入
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
形
で
議
論
が
な
さ
れ
た（（（
（

。

　

こ
の
議
論
は
、
現
在
も
な
お
続
け
ら
れ
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
四
月
二
五
日
に
は
、
緑
の
党
（Bündnis 90/D

ie Grünen

）
の
議

案
（
（（
（

に
基
づ
き
、
連
邦
議
会
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
た
。
同
議
案
に
は
、
連
邦
検
察
庁
お
よ
び
連
邦
刑
事
警
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察
庁
の
担
当
部
局
の
人
的
・
財
政
的
資
源
の
強
化
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
に
基
づ
く
裁
量
的
手
続
打
切
り
に
対
す
る
裁
判
所
に

よ
る
審
査
の
導
入
、
犯
罪
地
で
の
証
拠
収
集
、
外
国
に
所
在
す
る
証
人
の
尋
問
、
証
人
の
保
護
お
よ
び
補
佐
、
公
訴
参
加
人
の
効
果

的
な
関
与
、
武
器
対
等
原
則
に
基
づ
く
弁
護
人
の
犯
罪
地
へ
の
渡
航
に
対
す
る
資
金
援
助
、
複
数
の
国
選
弁
護
人
の
選
任
、
公
判
の

逐
語
的
速
記
録
（W

ortprotokoll

）
の
作
成
な
い
し
録
音
・
録
画
、
ド
イ
ツ
国
内
お
よ
び
犯
罪
地
国
に
お
け
る
裁
判
に
関
す
る
包
括

的
な
情
報
公
開
、
各
国
お
よ
び
国
際
的
な
刑
事
司
法
機
関
に
よ
る
捜
査
結
果
に
関
す
る
情
報
交
換
の
改
善
な
ど
の
議
題
が
挙
げ
ら
れ

て
い
た（（（
（

。
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
公
聴
会
に
出
席
し
た
専
門
家
は
い
ず
れ
も
、
特
別
法
と
し
て
の
「
国
際
刑
事
訴
訟
法
」
の
制
定
で
は

な
く
、
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
案
を
支
持
し
た
と
さ
れ
る（（（
（

。
他
方
、
検
察
官
に
よ
る
裁
量
的
手
続
打
切
り
に
対
す
る
裁
判

所
の
審
査
に
関
し
て
は
、
見
解
の
一
致
を
み
ず
、
裁
判
所
の
同
意
を
要
件
と
す
る
意
見
と
起
訴
強
制
手
続
を
支
持
す
る
意
見
と
が
対

立
し
た
と
い
う（（（
（

。
そ
の
他
の
主
要
な
論
点
は
、
公
訴
参
加
人
の
関
与
、
公
判
の
速
記
録
の
作
成
、
お
よ
び
、（
三
（
三
）
に
て
扱
っ
た

Ｆ
Ｄ
Ｌ
Ｒ
事
件
に
お
い
て
行
わ
れ
た
）
証
人
の
匿
名
化
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（（（
（

。

五　

侵
略
犯
罪
処
罰
規
定
の
新
設
（
国
際
刑
法
典
新
一
三
条
）

　

も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
動
向
と
し
て
は
、
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
法
典
改
正
法
が
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
二
日
に
公
布
さ

れ
（
（（
（

、
国
際
刑
法
典
新
一
三
条
が
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（

。

　

侵
略
犯
罪
は
、
他
の
三
つ
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
対
象
犯
罪
と
は
異
な
り
、
一
九
九
八
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
採
択
の
際
に
対
象
犯
罪
と
し
て

列
挙
さ
れ
は
し
た
も
の
の
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
五
条
一
項
（
ｄ
））、
そ
の
定
義
お
よ
び
管
轄
権
行
使
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
規
程
再

検
討
会
議
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
同
五
条
二
項
、
一
二
三
条
一
項
）。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
二

年
の
国
際
刑
法
典
制
定
時
に
侵
略
犯
罪
が
国
内
法
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
再
検
討
会
議
（
い
わ
ゆ
る
カ
ン
パ
ラ
会
議
）
に
お
い
て
侵
略
犯
罪
の
定
義
お
よ

び
管
轄
権
行
使
の
条
件
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
の
二
、
一
五
条
の
二
、
一
五
条
の
三
、
二
五
条
三
項
の

二
な
ど
。
未
発
効（

（（
（

）、
同
改
正
を
批
准
す
る
た
め
の
準
備
と
並
行
し
て（（（
（

、
侵
略
犯
罪
の
国
内
法
化
へ
向
け
た
動
き
が
活
発
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
六
月
一
日
、
侵
略
犯
罪
処
罰
規
定
を
含
む
国
際
刑
法
典
改
正
法
案（（（
（

が
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
上
程
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
そ
の
後
、
同
年
九
月
二
六
日
に
七
名
の
学
者
・
実
務
家
を
招
い
て
開
か
れ
た
公
聴
会（（（
（

を
経
て（（（
（

、
同
改
正
法
は
公
布
・
施
行

さ
れ
た
。

　

侵
略
犯
罪
の
処
罰
規
定
は
、
八
条
か
ら
一
二
条
の
戦
争
犯
罪
と
（
旧
）
一
三
条
・（
旧
）
一
四
条
の
独
立
犯
罪
と
し
て
の
上
官
責

任
と
の
間
に
、
新
一
三
条
と
し
て
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
侵
略
犯
罪
関
連

規
定
（
八
条
の
二
、
二
五
条
三
項
の
二（

（（
（

）
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
刑
法
典
新
一
三
条
に
よ
れ
ば
、
侵
略
犯
罪
と
は
、「
侵
略
戦

争
」
ま
た
は
「
そ
の
他
の
侵
略
行
為
」
を
「
実
行
」
し
（
一
項
）、
ま
た
は
「
計
画
」・「
準
備
」・「
開
始
」
す
る
こ
と
（
二
項
）
を
い

う
と
さ
れ
る
。
そ
の
主
体
た
り
う
る
の
は
、「
国
の
政
治
的
又
は
軍
事
的
行
動
を
支
配
し
、
又
は
指
揮
す
る
実
質
的
な
地
位
に
あ
る

者
の
み
」
で
あ
る
（
四
項
）。
さ
ら
に
、
国
際
刑
法
典
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
一
条
に
新
二
文
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
他
の
中
核
犯
罪
（
重
罪
）
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
世
界
主
義
に
基
づ
く
法
適
用
が
侵
略
犯
罪
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
国
外
犯
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
ド
イ
ツ
国
民
の
場
合
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
に
対
す
る
侵
略
の
場
合
に
し
か
国
際

刑
法
典
新
一
三
条
は
適
用
し
え
な
い
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
と
の
主
な
相
違
点
と
し
て
は
、
国
際
刑
法
典
で
は
、
規
程
八
条
の
二
に
は
存
在
し
な
い
、「
侵
略
戦
争
」（w

ar of 

aggression / A
ngriffskrieg

）
と
い
う
国
際
軍
事
裁
判
所
（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
）
条
例
六
条
（
ａ
）
お
よ
び
極
東
国
際
軍
事
裁
判

所
（
東
京
裁
判
）
条
例
五
条
（
イ
）
に
由
来
す
る
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
た
だ
し
、
そ
の
定
義
は
国
際
刑
法
典
に
も
存
在
し
な

い
）、
規
程
八
条
の
二
第
二
項
二
文
に
は
み
ら
れ
る
「
侵
略
行
為
」
の
個
別
的
行
為
類
型
が
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
こ
と（（（
（

、
実
行
と
計
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画
・
準
備
・
開
始
と
が
別
の
項
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
定
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と（（（
（

、
計
画
・
準
備
・
開
始
に
つ
き

「
犯
情
が
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
」
に
関
す
る
減
軽
類
型
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
新
一
三
条
五
項（

（（
（

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

国
内
法
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
（
憲
法
）
上
、
一
九
四
九
年
の
そ
の
制
定
以
来
、
侵
略

戦
争
の
準
備
行
為
等
の
犯
罪
化
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
諸
国
民
の
平
和
的
共
生
を
阻
害
す
る
こ
と
に

適
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
、
特
に
侵
略
戦
争
の
実
行
を
準
備
す
る
行
為
は
、
違
憲
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
刑
罰
の
対
象
と
な
る
」
と
基
本
法
二
六
条
一
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、（
西
）

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
六
八
年
に
侵
略
戦
争
の
予
備
お
よ
び
挑
発
を
処
罰
す
る
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
刑
法
典
に
設
け
ら
れ
た
（
八
〇
条
、

八
〇
条
ａ
）。
今
般
の
国
際
刑
法
典
改
正
の
た
め
の
立
法
作
業
に
お
い
て
は
、
刑
法
典
八
〇
条
・
八
〇
条
ａ
と
も
に
削
除
さ
れ
る
方

向
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
九
月
に
開
か
れ
た
公
聴
会
で
の
審
議
の
結
果（（（
（

、
八
〇
条
ａ
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
は
侵
略
戦
争
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
戦
後
の
基
本
法

体
制
移
行
以
来
の
伝
統
を
維
持
し
た
と
い
え
る（（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
侵
略
犯
罪
に
関
し
て
も
、
国
際
法
た
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
と
国
内
法
（
こ
こ
で
は
基
本
法
上
の
義
務
）
の
双
方
に
照
ら
し

な
が
ら
国
内
法
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

六　

お
わ
り
に

　

ド
イ
ツ
で
は
、
国
際
刑
法
典
の
制
定
か
ら
一
五
年
近
く
が
経
過
し
た
今
、
適
用
事
例
が
少
な
か
ら
ず
現
れ
た
こ
と
で
、
主
に
手
続

法
の
観
点
か
ら
、
そ
の
運
用
を
見
直
す
段
階
に
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
実
体
法
の
観
点
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
改
正
の
発
効
に

先
立
っ
て
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
に
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
法
典
一
三
条
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
耳
目
を
集
め
て
い
る
。
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周
知
の
と
お
り
、
日
本
で
は
、
二
〇
〇
七
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
加
盟
時
に
、
中
核
犯
罪
の
国
内
法
化
に
関
し
て
議
論
が
な
さ
れ
た
結
果
、

国
内
法
化
を
行
わ
な
い
と
の
決
断
が
下
さ
れ
た（（（（
（

。
そ
の
た
め
、
現
状
で
は
、
仮
に
中
核
犯
罪
に
該
当
し
う
る
行
為
に
関
す
る
事
件
が

日
本
国
内
の
裁
判
所
で
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
既
存
の
刑
法
等
に
基
づ
い
て
そ
の
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
と
な
る
（
そ
れ

が
実
際
に
ど
の
程
度
可
能
な
い
し
適
切
な
の
か
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
立
ち
入
っ
て
論
じ
な
い
こ
と
と
す
る（

（（（
（

）。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上

で
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
を
め
ぐ
る
議
論
を
（
そ
れ
で
も
な
お
）
参
照
す
る
意
義
は
、
次
の
二
点
に
見
出
さ
れ
よ
う
。

　

第
一
に
、
日
本
に
お
い
て
も
中
核
犯
罪
該
当
行
為
の
訴
追
・
処
罰
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
（
少
な
く
と
も
理
論
上
は
）
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
れ
ば
、
日
独
で
適
用
さ
れ
る
犯
罪
は
異
な
れ
ど
も
、
中
核
犯
罪
の
捜
査
や
公
判
手
続
に
伴
う
困
難
と
そ
の
対
策
な
ど
、

こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
実
務
の
経
験
（
と
今
後
の
動
向
）
に
学
ぶ
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、

日
本
が
将
来
中
核
犯
罪
の
国
内
法
化
を
再
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
際
に
、
ド
イ
ツ
の
立
法
例
は
参
照
価
値
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
中
核
犯
罪
の
国
内
法
化
に
お
い
て
は
、
国
際
法
上
の
要
請
と
国
内
法
上
の
諸
原
則
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
罪
刑
法
定
主
義
や
責
任
主
義
と
い
っ
た
国
内
刑
法
上
の
諸
原
則
に
関
し
て
は
、
日
独
で
基
本
的
に
は
軌
を
一

に
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
立
法
に
お
い
て
修
正
の
対
象
と
な
っ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
日
本
で

も
同
様
の
検
討
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（（（（
（

。
本
稿
が
そ
の
さ
さ
や
か
な
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
1
）　V

ölkerstrafgesetzbuch vom
 26. Juni 2002 (BGBl. I S. 2254), das durch A

rtikel 1 des Gesetzes vom
 22. D

ezem
ber 

2016 (BGBl. I S. 3150) geändert w
orden ist.

（
2
）　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と
国
内
立
法
─
─
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
を
素
材
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
二
〇
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
六
頁
以
下
、
同
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
と
立
法
上
の
対
応
（
上
）・（
下
）
─
─
ド
イ
ツ
『
国

際
刑
法
典
』
草
案
が
日
本
に
示
唆
す
る
も
の
」
捜
査
研
究
六
〇
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
六
頁
以
下
・
六
一
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
二

頁
以
下
、
同
「
刑
法
の
国
際
化
に
関
す
る
一
考
察
─
─
ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
国
際
刑
法
の
継
受
を
素
材
に
」
法
学
研
究
七
九
巻
六
号
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（
二
〇
〇
六
年
）
五
一
頁
以
下
（
六
一
─
六
三
頁
）、
戸
田
典
子
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
た
め
の
国
内
法
整
備
」
外
国
の
立
法
二
一
五
号

（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
六
頁
以
下
、Gerhard W

erle

〔
著
〕
＝
葛
原
力
三
〔
訳
〕「
国
際
刑
法
の
国
内
法
化
に
つ
い
て
」
ノ
モ
ス
一
五
号

（
二
〇
〇
四
年
）
五
七
頁
以
下
（
六
〇
─
六
四
頁
）、
福
永
美
和
子
「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
創
設
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
外
交
・
司
法
政
策
」
ド
イ
ツ
研
究

四
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
九
頁
以
下
（
一
三
〇
─
一
三
二
頁
）、
同
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
と
国
際
刑
事
司
法
─
─
懐
疑

的
姿
勢
か
ら
積
極
的
な
推
進
へ
」
石
田
勇
治
＝
福
永
美
和
子
〔
編
〕『
現
代
ド
イ
ツ
へ
の
視
座
─
─
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
１　

想
起
の

文
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
』
勉
誠
出
版
（
二
〇
一
六
年
）
所
収
三
五
七
頁
以
下
（
三
六
五
─
三
六
六
頁
）、
鈴
木
雅
子
「
国
際
刑
事

裁
判
所
規
程
と
国
内
法
─
─
ド
イ
ツ
と
日
本
を
例
に
」
日
本
弁
護
士
連
合
会
〔
編
〕『
国
際
刑
事
裁
判
所
の
扉
を
あ
け
る
』
現
代
人
文
社

（
二
〇
〇
八
年
）
所
収
一
二
〇
頁
以
下
（
一
二
五
─
一
二
七
頁
）、
国
際
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
研
究
会
〔
訳
〕「
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ザ
ッ
ツ

ガ
ー
著
『
国
際
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
─
─
刑
法
適
用
法
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
・
刑
事
手
続
法
、
国
際
刑
法
』（
九
・
完
）」
近
畿
大
学
法
学

六
二
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
三
頁
以
下
（
二
一
九
─
二
四
五
頁
）
な
ど
。

（
3
）　

以
下
、
法
律
等
の
名
称
を
特
に
示
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
際
刑
法
典
の
条
文
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
4
）　

史
上
初
の
常
設
国
際
刑
事
法
廷
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（International Crim

inal Court

）
の
設
立
条
約
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪

（
い
わ
ゆ
る
中
核
犯
罪
）
の
定
義
や
手
続
、
裁
判
所
の
構
成
に
関
す
る
規
定
な
ど
を
含
む
。

（
5
）　

厳
密
に
は
、
国
際
刑
法
典
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
（
本
節
（
一
）
に
て
後
述
）
は
、「
国
際
刑
法
典
導
入
法
」（Gesetz 

zur Einführung des V
ölkerstrafgesetzbuches vom

 26. Juni 2002 (BGBl. 2002 I S. 2254)

）
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

（
6
）　Gesetz zur Ä

nderung des Grundgesetzes (A
rtikel 16) vom

 29. N
ovem

ber 2000 (BGBl. 2000 I S. 1633). 

本
改
正
に

よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
民
を
各
種
国
際
刑
事
法
廷
へ
と
引
き
渡
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
渡
邉
斉
志
「
最
近
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本

法
の
改
正
に
つ
い
て
」
外
国
の
立
法
二
〇
九
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
三
頁
参
照
。

（
7
）　IStGH

-Gesetz vom
 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2144), das zuletzt durch A

rtikel 165 der V
erordnung vom

 31. 
A

ugust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert w
orden ist. 

な
お
、
同
法
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
実
施
法
（Gesetz zur A

usführung des 
Röm

ischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes vom
 17. Juli 1998 vom

 21. Juni 2002 (BGBl. 2002 I S. 
2144)

）
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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（
8
）　

補
完
性
の
原
則
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
洪
恵
子
「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
管
轄
権
の
構
造
」
村
瀬
信
也
＝
洪
恵
子
〔
編
〕『
国
際
刑

事
裁
判
所　

第
二
版
』
東
信
堂
（
二
〇
一
四
年
）
所
収
四
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
9
）　

松
本
麗
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
〇
巻
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
頁
、

真
山
全
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
対
象
犯
罪
と
国
内
的
対
応
」
法
律
時
報
七
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
一
頁
な
ど
参
照
。
た
だ
し
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
加
盟
し
て
い
る
た
め
（BGBl. 1954 II S. 729

）、
犯
罪
化
義
務
を

負
う
（
同
条
約
五
条
）。

（
10
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 12.

（
11
）　

具
体
的
に
は
、
罪
刑
法
定
主
義
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
二
条
か
ら
二
四
条
）、
正
犯
・
共
犯
等
の
関
与
形
式
（
同
二
五
条
三
項
（
ａ
）
か

ら
（
ｄ
））、
集
団
殺
害
犯
罪
の
扇
動
（
同
二
五
条
三
項
（
ｅ
））、
未
遂
犯
・
中
止
犯
（
同
二
五
条
三
項
（
ｆ
））、
刑
事
未
成
年
（
同
二
六

条
）、
公
的
資
格
の
無
関
係
（
同
二
七
条
）、
主
観
的
要
素
（
同
三
〇
条
）、
責
任
能
力
（
同
三
一
条
一
項
（
ａ
）
お
よ
び
（
ｂ
））、
正
当

防
衛
（
同
三
一
条
一
項
（
ｃ
））、
緊
急
避
難
（
同
三
一
条
一
項
（
ｄ
））
な
ら
び
に
事
実
の
錯
誤
お
よ
び
法
律
の
錯
誤
（
同
三
二
条
）
と

い
っ
た
諸
概
念
が
国
際
刑
法
典
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
12
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 14. 

国
際
刑
法
典
二
条
に
関
し
て
は
、T

hom
as W

eigend, in: W
olfgang Joecks/K

laus M
iebach 

(H
rsg.), M

ünchener K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, Bd. 8, 2. A
ufl., M

ünchen 2013, (im
 Folgenden: M

üK
o StGB

2), 

§ 2 V
StGB; 

久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
適
用
関
係
─
─
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基

づ
く
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
七
頁
以
下
（
二
六
二
─
二
六
四
頁
）
な
ど
を
参
照
。

（
13
）　

法
定
刑
の
短
期
が
一
年
以
上
の
罪
を
指
す
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
一
二
条
一
項
）。

（
14
）　

国
際
刑
法
典
一
条
お
よ
び
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
、Julia G

eneuss, V
ölkerrechts

verbrechen und V
erfolgungserm

essen. 

§ 153f StPO
 im

 System
 völkerrechtlicher Strafrechtspflege, Baden-Baden 

2013 

を
参
照
。

（
15
）　

国
際
法
上
の
上
官
命
令
の
抗
弁
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
、
佐
藤
宏
美
『
違
法
な
命
令
の
実
行
と
国
際
刑
事
責
任
』
有
信
堂
高
文
社

（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
16
）　

国
際
刑
法
典
四
条
、
一
四
条
（
旧
一
三
条
）
お
よ
び
一
五
条
（
旧
一
四
条
）
に
お
け
る
上
官
責
任
の
法
理
に
関
し
て
は
、
横
濱
和
弥
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「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
と
そ
の
国
内
法
化
の
態
様
に
関
す
る
一
考
察
─
─
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
を
素
材
と
し
て
」
法

学
政
治
学
論
究
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
〇
一
頁
以
下
（
三
一
〇
─
三
二
〇
頁
）
な
ど
を
参
照
。
上
官
責
任
の
法
理
全
般
に
関
す
る
邦

文
献
と
し
て
は
、
同
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
に
関
す
る
一
考
察
─
─
日
本
刑
法
上
の
諸
概
念
と
の
対
比
を
中
心
に
」
法
学

政
治
学
論
究
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
六
五
頁
以
下
、
永
福
誠
也
『
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
第
28
条
に
み
る
上
官
責
任
の
考
察
』
内
外

出
版
（
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

（
17
）　

そ
の
例
外
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
外
で
ド
イ
ツ
国
民
以
外
に
対
し
て
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
非
ド
イ
ツ
国
籍
の
被
疑
者
に
関
し
て
は
、
ド

イ
ツ
国
内
に
所
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
外
国
ま
た
は
国
際
裁
判
所
へ
の
引
渡
し
が
可
能
か
つ
企
図
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
特
に
訴

追
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
二
項
二
文
）。
つ
ま
り
、
被
疑
者
が
ド
イ
ツ
に
所
在
し
て
い

る
と
い
う
点
以
外
に
ド
イ
ツ
と
の
関
連
性
を
有
し
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
国
外
へ
の
被
疑
者
の
引
渡
し
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い

限
り
、
検
察
官
は
訴
追
を
行
う
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
当
局
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
に

よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
と
の
関
連
性
を
有
し
な
い
行
為
の
訴
追
・
処
罰
に
あ
た
っ
て
補
完
的
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
18
）　

両
条
の
差
異
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、Bertram

 Schm
itt, in: Lutz M

eyer-Goßner/Bertram
 Schm

itt, Strafprozessordnung, 
59. A

ufl., M
ünchen 2016, 

§ 153f, Rn. 1 
な
ど
を
参
照
。

（
19
）　

国
際
刑
法
典
六
条
に
つ
い
て
は
、
後
藤
啓
介
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
『
破
壊
す
る
意
図
』
と
五
つ
の
個
別
的
行
為
類
型
に
関
す
る
一
試

論
─
─
現
行
日
本
刑
法
で
の
カ
バ
レ
ッ
ジ
と
い
う
観
点
か
ら
」
法
学
雑
誌
タ
ー
ト
ン
ヌ
マ
ン
一
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
三
頁
以
下

（
一
二
九
頁
注
二
三
）、
山
本
紘
之
「
意
図
・
目
的
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
─
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
お
け
る
解
釈
を
契
機
と
し
て
」
大
東

法
学
一
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
七
二
頁
以
下
（
一
八
五
頁
以
下
）
な
ど
を
参
照
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
関

す
る
邦
文
献
と
し
て
、
後
藤
啓
介
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
犯
罪
構
成
要
件
に
関
す
る
一
考
察
―
―
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
主
な
特
徴
と
現
行
日

本
刑
法
で
の
対
応
の
限
界
」
法
学
政
治
学
論
究
八
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
四
九
頁
以
下
、
稲
角
光
恵
「
集
団
殺
害
犯
罪
─
─
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
罪
」
村
瀬
＝
洪
〔
編
〕（
前
掲
注
（
8
））
所
収
六
七
頁
以
下
、
増
田
隆
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
お
け
る
超
過
的
内
心
傾
向
に
つ
い
て
」

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
二
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
七
九
頁
以
下
、
同
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
処
罰
と
中
核
犯
罪
の
法
益
」
早
稲
田

大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
一
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
20
）　

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
加
入
法
（Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik D

eutschland zu der K
onvention vom
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9. D

ezem
ber 1948 über die V

erhütung und Bestrafung des V
ölkerm

ordes vom
 9. A

ugust 1954 (BGBl. 1954 II S. 
729)

）
二
条
に
よ
る
。
以
来
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
二
二
〇
条
ａ
は
、
一
般
に
、
ド
イ
ツ
語
の
原
語
（V

ölkerm
ord

）
に
忠
実
に
「
民
族

謀
殺
罪
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
き
た
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
『
法
務
資
料
第
四
三
九
号　

ド
イ
ツ
刑
法
典
』

（
一
九
八
二
年
）
一
五
五
頁
）。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
後
藤
（
前
掲
注
（
19
）・
法
学
政
治
学
論
究
八
〇
号
）
三
七
二

頁
注
一
を
参
照
。
な
お
、
刑
法
典
旧
二
二
〇
条
ａ
に
関
す
る
近
時
の
裁
判
例
と
し
て
、
一
九
九
四
年
に
発
生
し
た
ル
ワ
ン
ダ
虐
殺
に
関
す

る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
上
級
州
裁
判
所
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
九
日
判
決
（
差
戻
審
。O

LG Frankfurt am
 M

ain, 
U

rt. v. 29.12.2015 – 4-3 StE 4/10 - 4 - 1/15

）
が
あ
る
。
本
事
件
で
は
、
被
告
人
の
行
為
を
集
団
殺
害
犯
罪
の
幇
助
（
一
四
年
の
自

由
刑
）
と
し
た
第
一
審
判
決
（O

LG Frankfurt am
 M

ain, U
rt. v. 18.02.2014 – 5-3 StE 4/10 - 4 - 3/10

）
が
連
邦
通
常
裁
判
所

（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
二
〇
一
五
年
五
月
二
一
日
判
決
（BGH

, U
rt. v. 21.05.2015 – 3 StR 575/14 = Juristenzeitung (JZ) 2016, 103 ff.

）

に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
差
戻
審
で
は
共
同
正
犯
（
無
期
自
由
刑
）
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
第
一
審
判
決
に
関
す
る
評
釈
と

し
て
は
、G

erhard W
erle/Boris Burghardt, D

er V
ölkerm

ord in Ruanda und die deutsche Strafjustiz. Zugleich eine 
Besprechung des U

rteils des O
berlandesgerichts Frankfurt a.M

. vom
 18.2.2014 (Fall O

nesphore R.), Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogm

atik (ZIS) 2015, 46 ff. 

が
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
お
よ
び
差
戻
審
判
決
）
に
関
す
る
評
釈
と
し
て

は
、K

ai A
m

bos/Christopher Penkuhn, Beteiligung am
 Genozid in Ruanda und Zerstörungsabsicht – Zugleich 

A
nm

erkung zu BGH
, U

rt. v. 21.05.2015 – 3 StR 575/14, Strafverteidiger (StV
) 2016, 738 –, StV

 2016, 760 ff.; K
ai 

A
m

bos, T
he Germ

an R
w

abukom
be Case: T

he Federal Courtʼs Interpretation of Co-perpetration and the Genocidal 
Intent to D

estroy, Journal of International C
rim

inal Justice 14 (2016), pp. 1221 et seq.; L
ars B

erster, 
Entscheidungsanm

erkung, ZIS 2016, 72 ff.; Boris Burghardt, A
nm

erkung, JZ 2016, 106 ff.; Christoph Safferling/
Johanna G

rzyw
otz, D

ie V
ölkerm

ordabsicht nach K
arlsruher M

einung. Zugleich Besprechung zu BGH
, U

rt. v. 21. 5. 
2015 – 3 StR 575/14, V

ölkerm
ord in Ruanda, Juristische Rundschau (JR) 2016, 213, JR 2016, 186 ff. 

が
あ
る
。
な
お
、

旧
二
二
〇
条
ａ
に
関
す
る
過
去
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
に
つ
い
て
は
、Jürgen Schäfer, D

ie Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zum

 V
ölkerstrafrecht, in: Christoph Safferling/Stefan K

irsch (H
rsg.), V

ölkerstrafrechtspolitik. Praxis des 
V

ölkerstrafrechts, Berlin/H
eidelberg 2014, S. 237 ff. (238–245) 

な
ど
を
参
照
。
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（
21
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 19. 

実
質
的
な
相
違
点
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
六
条
（
ｃ
）
所
定
の
「
身
体
的
破
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
を

意
図
し
た

4

4

4

4

生
活
条
件
を
故
意
に
課
す
る
こ
と
」
と
い
う
類
型
の
「
意
図
し
た
」（calculated to

）
と
い
う
主
観
的
要
件
が
、
国
際
刑
法

典
六
条
一
項
三
号
で
は
、「
身
体
的
破
壊
を
も
た
ら
す
の
に
適
し
た

4

4

4

〔geeignet

〕
生
活
条
件
を
課
す
」
と
い
う
客
観
的
要
件
へ
と
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
傍
点
お
よ
び
亀
甲
括
弧
に
よ
る
補
足
は
筆
者
ら
に
よ
る
）。Claus K

reß, in: M
üK

o StGB
2, 

§ 6 
V

StGB, Rn. 54.

（
22
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 19.

（
23
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
坂
本
一
也
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
村
瀬
＝
洪
〔
編
〕

（
前
掲
注
（
8
））
所
収
一
〇
二
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
24
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 20.

（
25
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 23.

（
26
）　G

erhard W
erle/W

ulf Burchards, in: M
üK

o StGB
2, 

§ 7 V
StGB Rn. 30 m

.w
.N

.

（
27
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
真
山
全
「
戦
争
犯
罪
─
─
犯
罪
構
成
要
件
文
書
を
中
心
に
」
村
瀬
＝

洪
〔
編
〕（
前
掲
注
（
8
））
所
収
一
四
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
28
）　

同
追
加
議
定
書
お
よ
び
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
は
、
重
大
な
違
反
行
為
の
犯
人
を
「
引
き
渡
す
か
訴
追
す
る
か
」（aut dedere 

aut iudicare

）
の
義
務
を
締
約
国
に
対
し
て
課
す
規
定
が
存
在
す
る
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約
四
九
条
、
第
二
条
約
五
〇
条
、
第
三
条

約
一
二
九
条
、
第
四
条
約
一
四
六
条
、
第
一
追
加
議
定
書
八
五
条
一
項
）。

（
29
）　BT

-D
rs. 14/8524, S. 23.

（
30
）　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
は
戦
闘
の
犠
牲
者
（
傷
病
兵
や
捕
虜
、
文
民
な
ど
）
の
保
護
に
関
す
る
規
範
の
総
称
で
あ
る
の
に
対
し
、
ハ
ー
グ
法

は
戦
闘
の
方
法
お
よ
び
手
段
の
規
制
に
関
す
る
規
範
の
総
称
で
あ
る
。
藤
田
久
一
『
新
版　

国
際
人
道
法
〔
再
増
補
〕』
有
信
堂
高
文
社

（
二
〇
〇
三
年
）
二
頁
な
ど
参
照
。

（
31
）　K

ai A
m

bos, in: M
üK

o StGB
2, V

or 

§§ 8 ff. V
StGB, Rn. 17–19 m

.w
.N

.

（
32
）　K

ai A
m

bos, in: M
üK

o StGB
2, V

or 

§§ 8 ff. V
StGB, Rn. 2 m

.w
.N

. 
例
外
的
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
関
連
で
行
わ
れ
た

行
為
し
か
犯
罪
化
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
の
違
法
な
監
禁
等
に
よ
る
戦
争
犯
罪
（
国
際
刑
法
典
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八
条
三
項
各
号
）、
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
構
成
員
の
権
利
お
よ
び
訴
権
の
消
滅
等
の
命
令
に
よ
る
戦
争
犯
罪
（
同
九
条
二
項
）
な
ら

び
に
自
然
環
境
に
対
し
て
過
度
な
損
害
を
与
え
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
予
期
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
攻
撃
に
よ
る
戦
争
犯
罪
で
あ
る
（
同

一
一
条
三
項
）。

（
33
）　

侵
略
犯
罪
に
関
す
る
新
一
三
条
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
条
数
が
一
つ
繰
り
下
げ
ら
れ
た
。

（
34
）　

横
濱
（
前
掲
注
（
16
）・
法
学
政
治
学
論
究
九
七
号
）
三
一
三
頁
参
照
。

（
35
）　T

hom
as W

eigend, D
eutsches V

ölkerstrafrecht? Reflexionen internationalen Strafrechts in D
eutschland – und 

um
gekehrt, in: Franz Streng/Gabriele K

ett-Straub (H
rsg.), Strafrechtsvergleichung als K

ulturvergleich. Beiträge 
zur Evaluation deutschen „Strafrechtsexports

“ als „Strafrechtsim
port

“, T
übingen 2012, S. 213 ff. (221) 

に
よ
れ
ば
、
国

際
刑
法
典
は
、
一
方
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
「
原
規
範
」
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
受
容
し
つ
つ
も
、
他
方
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
一
部
分
を

な
す
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
そ
の
点
に
立
法
の
難
し
さ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
36
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
国
内
法
化
の
際
の
立
法
態
様
に
関
し
て
は
、
オ
ス
テ
ン
（
前
掲
注
（
2
）・
捜
査
研
究
六
〇
八
号
）
六
七
─
六
八
頁

な
ど
を
参
照
。

（
37
）　Schriftliche Fragen m

it den in der W
oche vom

 29. A
ugust 2016 eingegangenen A

ntw
orten der Bundesregierung, 

BT
-D

rs. 18/9512, S. 11 f.; Schriftliche Fragen m
it den in der W

oche vom
 13. Juli 2015 eingegangenen A

ntw
orten 

der Bundesregierung, BT
-D

rs. 18/5596, S. 38–40 

に
よ
れ
ば
、
六
五
件
中
六
三
件
が
（
連
邦
検
察
庁
に
国
際
刑
法
典
に
関
す
る
専

門
部
局
が
設
置
さ
れ
た
）
二
〇
〇
九
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
38
）　Claus K

reß, Ö
ffentliche A

nhörung im
 A

usschuss für M
enschenrechte und hum

anitäre H
ilfe des D

eutschen 
Bundestages. „N

ationale U
m

setzung des V
ölkerstrafgesetzbuches

“. K
urzstellungnahm

e, in: W
ortprotokoll der 96. 

Sitzung des A
usschusses für Recht und V

erbraucherschutz, BT
-D

rs. 18/6341, S. 89.

（
39
）　Generalbundesanw

alt, Bescheid v. 10.02.2005 – 3 A
RP 207/04-2 = ders., K

eine deutschen Erm
ittlungen w

egen 
der angezeigten V

orfälle von A
bu Ghraib/Irak, JZ 2005, 311 f.

（
40
）　O

LG Stuttgart, Beschl. v. 13.09.2005 – 5 W
s 109/05 = N

StZ 2006, 117. 

決
定
理
由
は
、
大
略
、
本
件
不
服
申
立
の
根
拠

と
さ
れ
た
起
訴
強
制
手
続
（K

lageerzw
ingungsverfahren

）
に
関
す
る
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
七
二
条
二
項
を
も
っ
て
し
て
争
え
る
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の
は
、
同
一
五
三
条
ｆ
所
定
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
検
察
官
が
行
使
し
た
裁
量
的
決
定
そ
の
も
の
で
は
な
い
た

め
、
裁
判
所
は
本
件
申
立
に
関
す
る
事
項
的
お
よ
び
場
所
的
管
轄
権
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
41
）　Generalbundesanw

alt, Bescheid v. 26.04.2007 – 3 A
RP 156/06-2.

（
42
）　O

LG Stuttgart, Beschl. v. 21.04.2009 – 5 W
s 21/09.

（
43
）　

学
説
に
よ
る
批
判
を
二
通
り
に
大
別
す
る
と
、
一
つ
は
、
一
連
の
決
定
の
内
容
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
連
邦
検
察
庁

に
よ
る
二
〇
〇
五
年
二
月
一
〇
日
の
手
続
打
切
処
分
に
対
し
て
は
、「（
派
遣
国
〔
米
国
〕
の
自
国
の
兵
士
に
対
す
る
）
裁
判
権
が
存
在
す

る
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、
処
罰
の
間
隙
は
存
在
し
な
い
〔
す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
二
項
二
文
に
基
づ
く
裁
量
的
手
続
打
切

り
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
〕
と
推
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
胆
な
こ
と
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（K

ai A
m

bos, 
V

ölkerrechtliche K
ernverbrechen, W

eltrechtsprinzip und 

§ 153f StPO
 – Zugleich A

nm
erkung zu GBA

, JZ 2005, 
311 und O

LG Stuttgart, N
StZ 2006, 117 –, N

eue Zeitschrift für Strafrecht (N
StZ) 2006, 434 ff. (436)

）。
い
ま
一
つ
は
、

検
察
官
の
訴
追
裁
量
に
関
す
る
制
度
設
計
に
対
す
る
代
替
案
を
提
示
す
る
批
判
で
あ
る
（
四
に
て
後
述
）。

（
44
）　R

ainer K
eller, D

as V
ölkerstrafgesetzbuch in der praktischen A

nw
endung: Eine kritische Bestandsaufnahm

e, 
in: Florian Jeßberger/Julia Geneuss, (H

rsg.), Zehn Jahre V
ölkerstrafgesetzbuch. Bilanz und Perspektiven eines 

„deutschen V
ölkerstrafrechts

“, Baden-Baden 2013, S. 141 ff. (141–148); G
erhard W

erle/Florian Jeßberger, 
V

ölkerstrafrecht, 4. A
ufl., T

übingen 2016, Rn. 452 f.

（
45
）　Generalbundesanw

alt, Einstellungsverm
erk v. 16.04.2010 – 3 BJs 6/10-4.

（
46
）　

詳
し
く
は
、
久
保
田
（
前
掲
注
（
12
））
二
六
七
─
二
八
〇
頁
を
参
照
。

（
47
）　Christoph Safferling/Stefan K

irsch, Die Strafbarkeit von Bundesw
ehrangehörigen bei A

uslandseinsätzen: A
fghanistan 

ist kein rechtsfreier Raum
, Juristische A

rbeitsblätter (JA
), 2010, S. 81 ff.; K

ai A
m

bos, A
fghanistan-Einsatz der 

Bundesw
ehr und V

ölker(straf)recht, N
eue Juristische W

ochenschrift (N
JW

) 2010, S. 1725 ff. u. a.

（
48
）　T

ill Zim
m

erm
ann, Gilt das StGB auch im

 K
rieg? Zum

 V
erhältnis der 

§§ 8-12 V
StGB zum

 Besonderen T
eil 

des StGB, Goltdam
m

erʼs A
rchiv für Strafrecht (GA

) 2010, S. 507 ff. u. a.

（
49
）　O

LG D
üsseldorf, Beschl. v. 16.02.2011 – III-5 StS 6/10.
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（
50
）　BV

erfG, Beschl. v. 19.05.2015 – 2 BvR 987/11 = JZ 2015, 890; dazu T
atjana H

örnle, A
nm

erkung, JZ 2015, 893; 
K

laus Ferdinand G
ärditz, A

nm
erkung, JZ 2015, 896. 

本
決
定
で
は
、
人
の
死
亡
事
案
に
つ
い
て
効
果
的
な
調
査
を
要
求
す
る
憲

法
上
の
権
利
（verfassungsrechtliche A

nforderungen an die effektive U
ntersuchung von T

odesfällen

）
が
被
害
者
遺
族

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
処
分
お
よ
び
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
州
裁
判
所
に
よ
る
決
定
は
い
ず
れ
も
、
か

か
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
。

（
51
）　LG Bonn, U

rt. v. 11.12.2013 – 1 O
 460/11.

（
52
）　O

LG K
öln, U

rt. v. 30.04.2015 – 7 U
 4/14.

（
53
）　BGH

, U
rt. v. 06.10.2016 – III ZR 140/15.

（
54
）　

そ
の
根
拠
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
で
は
、
第
一
に
、
原
告
に
は
国
際
法
上
も
ド
イ
ツ
国
内
法

上
も
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
国
際
法
を
直
接
の
根
拠
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
原
告
の
母
国

（
本
件
で
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
）
に
し
か
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
国
内
法
上
の
請
求
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
上
、
国
外
派
遣
の
枠

内
に
お
け
る
連
邦
軍
の
軍
事
的
行
為
に
は
職
務
責
任
法
（A

m
tshaftungsrecht – 

ド
イ
ツ
民
法
典
八
三
九
条
一
項
、
基
本
法
三
四
条
一

項
）
の
適
用
が
な
い
た
め
、
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
本
件
で
は
、
利
用
可
能
な
偵
察
手
段
を
尽
く
し
て

も
な
お
、
文
民
が
そ
の
場
に
い
た
こ
と
は
客
観
的
に
認
識
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、（
戦
時
）
国
際
法
違
反
と
い
う
意
味
に
お
け
る
職
務

上
の
義
務
違
反
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
か
ら
は
、
刑
事
に
関
す
る
先
の
連
邦
検
察
庁
の
見
解
と

同
様
に
、
国
際
武
力
紛
争
法
違
反
の
有
無
が
国
内
（
民
）
法
上
の
違
法
性
判
断
を
も
左
右
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
55
）　Generalbundesanw

alt, Einstellungsverm
erk v. 23.07.2013 – 3 BJs 7/12-4.

（
56
）　

そ
の
背
景
と
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
あ
た

る
と
ド
イ
ツ
政
府
が
初
め
て
評
価
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。Regierungserklärung des Bundesm

inisters des A
usw

ärtigen 
v. 10.02.2010, D

eutscher Bundestag, Plenarprotokoll 17/22, S. 1896 f.; Generalbundesanw
alt, Einstellungsverm

erk v. 
16.04.2010 – 3 BJs 6/10-4, S. 41–45.

（
57
）　

裏
を
返
せ
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
「
介
入
」
を
回
避
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
も
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
現
に
、
事
件

直
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
本
件
連
邦
軍
大
佐
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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（
58
）　

本
事
件
の
ほ
か
、
同
国
に
お
け
る
紛
争
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
手
続
的
協
力
を
行
っ
た
例
と
し
て
、K

laus 
R

ackw
itz, D

as Zusam
m

enspiel von nationaler und internationaler Strafverfolgung aus Sicht des Internationalen 
Strafgerichtshofs, in: Safferling/K

irsch (H
rsg.), V

ölkerstrafrechtspolitik (Fn. 20), S. 269 ff. (275 f.) 

掲
載
の
事
件
も
参
照
。

（
59
）　

ド
イ
ツ
刑
法
典
一
二
九
条
ｂ
一
項
、
一
二
九
条
ａ
一
項
お
よ
び
四
項
。

（
60
）　

国
際
刑
法
典
四
条
（
上
官
責
任
）、
七
条
一
項
一
号
、
三
号
、
六
号
、
八
号
、
九
号
、
三
項
（
人
道
に
対
す
る
犯
罪
）、
八
条
一
項
一

号
か
ら
五
号
、
四
項
一
文
（
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
）、
九
条
一
項
（
所
有
権
等
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
）
お
よ
び
一
一
条
一
項
四
号
（
禁

止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
に
よ
る
戦
争
犯
罪
）。Generalbundesanw

alt, Pressem
itteilung v. 17.12.2010 – 32/2010.

（
61
）　BGH

, Beschl. v. 17.06.2010 – A
K

 3/10, JZ 2010, 960 ff.; dazu Christoph Safferling, A
nm

erkung, JZ 2010, 965 ff.; 
Boris Burghardt, D

ie V
orgesetztenverantw

ortlichkeit nach V
ölkerstrafrecht und deutschem

 Recht (

§ 4 V
StGB), 

ZIS 2010, 695 ff. 

ま
た
、
横
濱
（
前
掲
注
（
16
）・
法
学
政
治
学
論
究
九
七
号
）
三
三
〇
頁
注
七
四
に
も
若
干
の
言
及
が
あ
る
。
な
お
、

二
〇
一
二
年
に
は
二
度
目
の
勾
留
延
長
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
（BGH

, Beschl. v. 8.10.2012 – StB 9/12

）。

（
62
）　O

LG Stuttgart, U
rt. v. 28.09.2015 – 5 - 3 StE 6/10.

（
63
）　O

LG Stuttgart, Pressem
itteilung v. 28.09.2015, abrufbar unter: http://w

w
w

.olg-stuttgart.de/pb/,Lde/
Startseite/PRESSE/O

LG+Stuttgart+verurteilt+Funktionaere+der+_FD
LR_/?LIST

PA
GE=1178276

（
二
〇
一
七
年
三

月
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
64
）　O

LG Frankfurt am
 M

ain, U
rt. v. 12.07.2016 – 3 StE 2/16 - 4 - 1/16 = BeckRS 2016, 19047. 

（
65
）　

本
件
を
、
欧
州
な
ど
か
ら
紛
争
地
へ
と
渡
り
、
戦
闘
に
参
加
す
る
い
わ
ゆ
る
「
外
国
人
戦
闘
者
」（foreign fighter

）
の
刑
事
責

任
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、Christian R

itscher, „Foreign Fighters

“ und K
riegsvölkerstrafrecht, ZIS 

2016, 807 f. 

を
参
照
。

（
66
）　O

LG Frankfurt am
 M

ain, U
rt. v. 12.07.2016 – 3 StE 2/16 - 4 - 1/16 = BeckRS 2016, 19047, Rn. 34–38.

（
67
）　

外
国
テ
ロ
団
体
関
与
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
一
二
九
条
ｂ
一
項
、
一
二
九
条
ａ
一
項
）
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
団
体
に
関
与
し

た
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。R

itscher, a. a. O
. (Fn. 65), 807.

（
68
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
解
釈
の
際
に
参
照
さ
れ
る
犯
罪
構
成
要
件
文
書
（Elem

ents of Crim
es

）
八
条
二
項
ｃ
（
ii
）
要
件
一
項
脚
注
五
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七
第
一
文
に
よ
れ
ば
、「
本
罪
に
つ
い
て
は
、『
個
人
』
に
は
死
者
も
含
ま
れ
う
る
」
と
さ
れ
る
。

（
69
）　O

LG Frankfurt am
 M

ain, U
rt. v. 12.07.2016 – 3 StE 2/16 - 4 - 1/16 = BeckRS 2016, 19047, Rn. 113–126.

（
70
）　O

LG Frankfurt am
 M

ain, U
rt. v. 08.11.2016 – 5-2 StE 10/16 - 9 - 2/16. 

（
71
）　O

LG Frankfurt am
 M

ain, Pressem
itteilung v. 08.11.2016, abrufbar unter: https://olg-frankfurt-justiz.hessen.de/

irj/O
LG_Frankfurt_am

_M
ain_Internet?rid=H

M
dJ_15/O

LG_Frankfurt_am
_M

ain_Internet/nav/d44/d4471596-ad85-
e21d-0648-71e2389e4818,1487d940-0592-851d-0648-712ae8bad548,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%

26_ic_
uCon_zentral=1487d940-0592-851d-0648-712ae8bad548%

26overview
=true.htm

&
uid=d4471596-ad85-e21d-0648-

71e2389e4818
（
二
〇
一
七
年
三
月
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
72
）　O

LG Frankfurt, Beschl. v. 05.08.2016 – 3 StE 4/16.

（
73
）　BGH

, Beschl. v. 08.09.2016 – StB 27/16 = N
JW

 2016, 3604, Rn. 22. Lars Berster, Entscheidungsanm
erkung, ZIS 

2017 (im
 Erscheinen) 

は
、
国
際
慣
習
法
の
観
点
か
ら
本
決
定
に
疑
義
を
呈
し
、
本
件
行
為
に
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
九
号
を
適
用
す

る
こ
と
に
つ
き
、
類
推
適
用
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
。

（
74
）　O

LG Frankfurt am
 M

ain, a. a. O
. (Fn. 71).

（
75
）　BGH

, Beschl. v. 11.08.2016 – A
K

 43/16 = BeckRS 2016, 15368, Rn. 23–27.

（
76
）　

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
で
は
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
、
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
「
保
護
さ
れ
る
人
」（geschützte Person

）
お
よ

び
「
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
」（zu schützende Person

）
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
国
際
的
武
力
紛

争
と
の
関
連
で
の
み
成
立
し
う
る
類
型
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
（
国
際
刑
法
典
八
条
三
項
一
号
・
三
号
、
同
条
六
項
一

号
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
二
項
（
ａ
）
柱
書
な
ら
び
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
お
よ
び
同
第
一
追
加
議
定
書
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
に
関
す

る
諸
規
定
も
参
照
）、
後
者
は
、
武
力
紛
争
の
性
質
が
国
際
的
で
あ
る
か
非
国
際
的
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
に
成
立
し
う
る
類
型
に
つ
い
て

用
い
ら
れ
る
（
上
位
）
概
念
で
あ
る
（
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
所
定
の
諸
類
型
〔
五
号
を
除
く
〕、
同
条
六
項
、
一
一
条
一
項
四
号
、
同

条
二
項
お
よ
び
一
二
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
な
区
別
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
は
、「
保
護
さ
れ
る
人
」
と
い

う
術
語
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（A

ndreas Zim
m

erm
ann/R

obin G
eiß, in: M

üK
o StGB

2, 

§ 8 V
StGB, Rn. 

89

）。
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（
77
）　BGH

, Beschl. v. 17.11.2016 – A
K

 54/16, Rn. 25 f. 

な
お
、
戦
争
犯
罪
の
客
体
（
保
護
対
象
）
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
、
最

近
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
は
結
論
に
お
い
て
や
や
異
な
る
見
解
を
示
し
た
点
が
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、（
本
件
と
は
異
な
る
罪
種
に
関
し
て
で

は
あ
る
が
）
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
ン
タ
ガ
ン
ダ
事
件
に
関
す
る
第
二
の
管
轄
権
決
定
（
差
戻
審
）
に
お
い
て
、
被
告
人
と
同
一
の
武
装
集
団
の
内

部
の
者
に
対
す
る
行
為
（
す
な
わ
ち
、
客
体
が
行
為
者
の
属
す
る
集
団
の
構
成
員
で
あ
っ
て
）
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
二
項
（
ｂ
）（
ｘ

ｘ
ｉ
ｉ
）
お
よ
び
（
ｅ
）（
ｖ
ｉ
）
所
定
の
強
姦
等
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
処
罰
対
象
と
な
り
う
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇

一
七
年
一
月
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
六
法
廷
（
Ｔ
Ｃ
Ⅵ
）
決
定
（N

taganda, ICC-01/04-02/06-1707

）
参
照
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
争

犯
罪
で
は
、
行
為
類
型
ご
と
に
客
体
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
犯
罪
の
成
否
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
注
意

が
必
要
で
あ
る
。

（
78
）　D

eutscher Bundestag, A
usschuss für Recht und V

erbraucherschutz, W
ortprotokoll der 96. Sitzung v. 25.04.2016, 

S. 16. https://w
w

w
.bundestag.de/blob/434554/7652b42e0d025e830fa990be110fefda/w

ortprotokoll-data.pdf

（
二
〇
一

七
年
三
月
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
79
）　R

itscher, a. a. O
., (Fn. 65), 807 f.

（
80
）　D

eutscher Bundestag, A
usschuss für Recht und V

erbraucherschutz, a. a. O
. (Fn. 78), S. 16.

（
81
）　
「
戦
争
犯
罪
お
よ
び
そ
の
他
国
際
刑
法
典
対
象
犯
罪
の
撲
滅
の
た
め
の
中
央
局
」（Zentralstelle für die Bekäm

pfung von 
K

riegsverbrechen und w
eiteren Straftaten nach dem

 V
ölkerstrafgesetzbuch – ZBK

V

）。https://w
w

w
.bka.de/D

E/
U

nsereA
ufgaben/D

eliktsbereiche/V
oelkerstrafrecht/voelkerstrafrecht_node.htm

l;jsessionid=E7157F2307C8260F7B
6344F70D

99A
B78.live0612

（
二
〇
一
七
年
三
月
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
82
）　

そ
の
例
と
し
て
、A

m
bos, a. a. O

. (Fn. 43), 438; Claus K
reß, N

ationale U
m

setzung des V
ölkerstrafgesetzbuches. 

Ö
ffentliche A

nhörung im
 A

usschuss für M
enschenrechte und hum

anitäre H
ilfe des D

eutschen Bundestages – 
K

urzstellungnahm
e, ZIS 2007, 515 ff. (523) 

に
お
け
る
提
案
を
参
照
。

（
83
）　A

ntrag Bündnis 90/D
ie Grünen „K

eine Straflosigkeit bei K
riegsverbrechen – V

ölkerstrafprozesse in D
eutsch

land voranbringen

“ v. 14.10.2015, BT
-D

rs. 18/6341.

（
84
）　D

enise Bentele, V
ölkerstrafprozesse in D

eutschland voranbringen – Eine rechtspolitische Betrachtung, ZIS 2016, 
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803 ff. (805); G

erhard W
erle/M

oritz V
orm

baum
, V

ölkerstrafverfahren in D
eutschland, JZ 2017, 12 ff.

（
85
）　Bentele, a. a. O

. (Fn. 84), 805.
（
86
）　Bentele, a. a. O

. (Fn. 84), 805, Fn. 15.
（
87
）　Bentele, a. a. O

. (Fn. 84), 805.
（
88
）　BGBl. 2016 I S. 3150.

（
89
）　

国
際
刑
法
典
に
お
け
る
侵
略
犯
罪
処
罰
規
定
案
の
内
容
お
よ
び
起
草
過
程
に
関
す
る
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ

ン
＝
久
保
田
隆
「
侵
略
犯
罪
と
国
内
法
化
─
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
立
法
動
向
を
素
材
に
」
慶
應
法
学
三
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
二

六
九
頁
以
下
、Florian Jeßberger, D

as V
erbrechen der A

ggression im
 deutschen Strafrecht. Ü

berlegungen zur 
U

m
setzung der Beschlüsse von K

am
pala, ZIS 2015, 514 ff.; R

uth E
ffi

now
icz, A

ktuelles Gesetzgebungsvorhaben: 
N

eufassung des V
erbrechens der A

ggression, Juristische Schulung (JuS) 2017, 24 ff.; M
ichael G

reßm
ann/U

lrich 
Staudigl, D

ie U
m

setzung der Beschlüsse von K
am

pala in D
eutschland, ZIS 2016, 798 ff. 

な
ど
を
参
照
。

（
90
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
一
五
条
の
二
第
三
項
お
よ
び
同
一
五
条
の
三
第
三
項
な
ど
に
よ
れ
ば
、
①
三
〇
か
国
以
上
の
締
約
国
が
本
改
正
を
批
准

な
い
し
受
諾
す
る
こ
と
（
二
〇
一
六
年
六
月
二
六
日
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
よ
る
批
准
を
も
っ
て
三
〇
か
国
に
達
し
た
）、
お
よ
び
、
②
二
〇

一
七
年
一
月
一
日
以
後
に
、
本
改
正
が
（
お
そ
ら
く
は
、
同
年
の
締
約
国
会
議
の
場
で
）
締
約
国
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
の
二
つ
を

条
件
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
管
轄
権
の
行
使
を
開
始
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
91
）　

ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
一
三
年
二
月
二
〇
日
、
カ
ン
パ
ラ
合
意
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
改
正
が
連
邦
議
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
の
ち

（BGBl. 2013 II S. 139

）、
同
年
六
月
三
日
に
連
邦
政
府
が
同
改
正
に
関
す
る
受
諾
書
を
寄
託
し
た
。

（
92
）　Entw

urf eines Gesetzes zur Ä
nderung des V

ölkerstrafgesetzbuches, BT
-D

rs. 18/8621.

（
93
）　

公
聴
会
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
次
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
。https://w

w
w

.bundestag.de/recht#url=L2Rva3V
tZW

50ZS90ZX
h0

Y
X

JjaGl2LzIw
M

T
Y

va3czO
S1w

Y
S1yZW

N
odC12b2V

sa2V
ycm

V
jaH

Q
vN

D
U

5N
D

A
w

&
m

od=m
od440810

（
二
〇
一
七
年

三
月
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
94
）　

法
案
の
起
草
作
業
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、G

reßm
ann/Staudigl, a. a. O

. (Fn. 89), 798 f. 

を
参
照
。

（
95
）　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「『
平
和
に
対
す
る
罪
』
を
再
び
裁
く
こ
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と
―
―
国
際
刑
事
裁
判
所
に
お
け
る
『
侵
略
犯
罪
』
規
定
採
択
の
意
義
」
新
井
誠
＝
小
谷
順
子
＝
横
大
道
聡
〔
編
〕『
地
域
に
学
ぶ
憲
法

演
習
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
一
年
）
所
収
二
七
四
頁
以
下
（
初
出
：
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
七
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
四
頁
以
下
）、
同

「
国
際
刑
法
の
新
た
な
処
罰
規
定
―
―
『
侵
略
犯
罪
』
の
意
義
と
課
題
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
九
頁
以
下
な
ど

を
参
照
。

（
96
）　

ド
イ
ツ
に
先
立
っ
て
侵
略
犯
罪
の
国
内
法
化
を
完
了
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
規
定
に
も
、
侵
略
行
為
の
個
別
的
行
為
類
型
は
列
挙
さ

れ
て
い
な
い
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
三
二
一
条
ｋ
）。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
横
濱
和
弥
〔
共
訳
〕「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
典
に
お

け
る
国
際
刑
法
関
連
規
定
（
翻
訳
）」
法
学
研
究
九
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
一
頁
以
下
（
五
九
頁
）
参
照
。

（
97
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
は
、
犯
罪
類
型
ご
と
の
法
定
刑
は
存
在
せ
ず
、
終
身
ま
た
は
三
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
、
罰
金
お
よ

び
没
収
を
科
し
う
る
と
す
る
一
般
規
定
（
七
七
条
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

（
98
）　

二
〇
一
六
年
六
月
の
法
案
段
階
で
は
、
新
一
三
条
五
項
に
は
一
項
所
定
の
実
行
類
型
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
九
月
の
公

聴
会
で
の
議
論
を
経
て
、
最
終
的
に
は
、
計
画
・
準
備
・
開
始
に
の
み
減
軽
類
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
99
）　

刑
法
典
八
〇
条
ａ
を
削
除
す
る
案
に
対
し
て
公
聴
会
に
て
示
さ
れ
た
批
判
に
つ
い
て
は
、
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
（
前
掲
注
（
89
））

二
七
九
―
二
八
〇
頁
を
参
照
。

（
100
）　G

reßm
ann/Staudigl, a. a. O

. (Fn. 89), 799.

（
101
）　

日
本
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
国
会
論
議
に
関
し
て
は
、
中
内
康
夫
「
我
が
国
の
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
加
盟
と
今
後
の
課

題
―
―
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
」
立
法
と
調
査
二
六
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
102
）　

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
中
核
犯
罪
』
の
保
護
法
益
の
意
義
―
―
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程

批
准
の
た
め
の
日
本
の
法
整
備
と
刑
事
実
体
法
規
定
の
欠
如
が
も
た
ら
す
も
の
を
素
材
と
し
て
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
〔
編
〕『
慶
應

の
法
律
学　

刑
事
法
―
―
慶
應
義
塾
大
学
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
（
二
〇
〇
八
年
）
所
収
二
一
七

頁
以
下
を
参
照
。

（
103
）　

さ
ら
に
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
、
広
く
大
陸
法
圏
諸
国
の
関
連
立
法
と
の
比
較
法
的
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
有
益
な
示
唆

が
得
ら
れ
よ
う
。
そ
の
際
に
参
考
と
な
る
邦
文
献
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
横
濱
和
弥

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
中
核
犯
罪
の
国
内
法
化
」
法
学
研
究
九
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
一
頁
以
下
、
ス
イ
ス
に
関
し
て
は
、
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久
保
田
隆
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
国
内
法
化
─
─
ス
イ
ス
刑
法
典
・
軍
刑
法
二
〇
一
〇
年
改
正
を
中
心
に
」
法
学

政
治
学
論
究
九
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
六
七
頁
以
下
、
フ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
新
倉
修
「
フ
ラ
ン
ス
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
置
に
刑

法
を
適
応
さ
せ
る
法
律
案
」
青
山
法
学
論
集
五
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
増
田
隆
「
国
際
刑
事
裁
判
所
設
置
―
―
国

際
刑
事
裁
判
所
の
設
置
へ
の
刑
法
典
の
適
応
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
八
月
九
日
の
法
律
第
九
三
〇
号
」
日
仏
法
学
二
六
巻
（
二
〇
一
一

年
）
二
〇
四
頁
以
下
、
オ
ラ
ン
ダ
に
関
し
て
は
、
新
倉
修
「
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
実
施
の
た
め
の
オ
ラ
ン
ダ
王
国
関
連
法
」
青

山
法
学
論
集
四
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。


